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大会スケジュール 
 
会場：西９号館（懇親会は西５号館） 

月日 時間 内容（会場） 

9/21（土） 
（全体会） 

11:00〜12:00 理事会（２階デジタル多目的ホール） 

13:00〜17:20 
全体会「環境から軍事を問う」 
（２階デジタル多目的ホール） 

17:20〜18:00 総会（２階デジタル多目的ホール） 

18:10〜20:10 懇親会（西５号館２階つばめテラス） 

9/22（日） 
（分科会） 

 Ａ会場（３階 W9-324） Ｂ会場（３階 W9-326） 

9:30〜12:30 ①「都市緑地の開発と保全」 ②「気候変動とエネルギー転換」 

13:30〜16:30 
 

③「原発公害・国賠訴訟の現状と課

題―6.17 判決克服のために」 
④「令和６年能登半島地震が提起

した複合災害の問題」 
 

【大会会場でのインターネット環境について】 

・大会期間中は、以下の WiFi が使用できます。 
 SSID   ：jec39thmeeting 
 パスワード ：nihonkankyokaigi39 
 

大岡山駅から会場へのアクセス 

 

  

西
５
 号

館
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プログラム 
2024.9.21（土） 

13:00～ 開会挨拶 寺西 俊一（日本環境会議理事長・一橋大学名誉教授） 
13:10～17:20 全体会 テーマ「環境から軍事を問う」 
（全体進行）村山 武彦（東京工業大学教授）、清水 奈名子（宇都宮大学教授） 
問題提起 玉城 デニー（沖縄県知事：ビデオメッセージ）  
基調講演  「環境から軍事を問う」 
  桜井 国俊（沖縄大学名誉教授）  
報告① 「米軍新基地建設による辺野古・大浦湾の生態系への影響」 
  安部 真理子（日本自然保護協会保護・教育部主任）  
報告② 「南西諸島の軍事要塞化に係る環境アセスメントの課題」 
  砂川 かおり（沖縄国際大学准教授）  
（休憩）    
報告③ 「有機フッ素化合物（PFAS）汚染の全国的な広がり：基地との関連」 
  原田 浩二（京都大学准教授）  
報告④ 「平和自治権と生命・環境の維持可能性」 
  白藤 博行（専修大学名誉教授）  
報告⑤ 「地域社会・地方財政から南西シフトと軍事要塞化を問う 
 ―伊江島と与那国島を中心に―」 
  関 耕平（島根大学教授）  
話題提供 ウクライナに対するロシアの軍事侵攻による環境および社会的影響の現状 
  Mark Zheleznyak（福島大学環境放射能研究所客員教授）  
（休憩）    
総合討論（含む大会宣言）  
 

2024.9.22（日） 

午前中（9：30〜12：30） 

＜分科会１＞：都市緑地の開発と保全 
  座長：寺西 俊一（一橋大学名誉教授）、副座長：二ノ宮リム さち（立教大学教授） 
  ＊報告①：「神宮外苑再開発と都市緑地の保全」 

ロッシェル・カップ（コモンズの緑を守る全国ネット共同代表） 
＊報告②：「小さな「矢川」を壊す 63 年前の「都市計画道路」 
      柏木 隆之（くにたちの自然と生活環境を守る市民連絡会） 
＊報告③：「さいたま・核都市広域幹線道路計画と見沼たんぼ地域の保全」 

北原 典夫（未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会事務局長） 
＊報告④：「昭島・昭和の森における都市緑地開発問題」 
      長谷川 博之（昭島巨大物流センターを考える会共同代表） 
＊コメント①：原科 幸彦（千葉商科大学学長／東京工業大学名誉教授／日本環境会議顧問） 
＊コメント②：安藤 聡彦（埼玉大学教授／トトロのふるさと基金理事長） 
＊コメント③：小川 ひろみ（耕す未来＠くにたち代表／国立市議会議員） 

   以上を受けての質疑応答と総合討論 
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＜分科会２＞：気候変動とエネルギー転換 

  座長：山下 英俊（一橋大学准教授／日本環境会議事務局長） 
副座長： 吉田 明子（国際環境 NGO FoE Japan 理事） 

  ＊問題提起：「エネルギー基本計画の何が問題か」 
大島 堅一（龍谷大学教授／日本環境会議代表理事） 

日本のエネルギー転換を進めるための市民からの提案 
＊提案①：「気候・エネルギー政策の「基本方針」の転換に向けて」 

浅岡 美恵（気候ネットワーク代表・弁護士／日本環境会議代表理事） 
＊提案②：「エネルギー基本計画の論点：脱炭素を担う電力とは」 

大野 輝之（自然エネルギー財団常務理事・事務局長） 
＊提案③：「エネルギー基本計画と市民参加：政策決定過程の抜本的改革を」 

吉田 明子（国際環境 NGO FoE Japan 理事） 
＊提案④：「環境に関する国家計画・長期戦略と市民参加」 

橘高 真佐美（オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク事務局長・弁護士） 
   以上を受けての総合討論 
 

午後（13：30〜16：30） 

＜分科会３＞：原発公害・国賠訴訟の現状と課題―6.17 判決克服のために 

座長：吉村 良一（立命館大学名誉教授／日本環境会議代表理事） 
副座長：関 礼子（立教大学教授／日本環境会議代表理事）・大坂 恵里（東洋大学教授／日本

環境会議常務理事） 
報告①「最高裁係属訴訟の状況とたたかいの展望」 田巻 紘子 弁護士 
報告②「国の責任の作為型構成の試論」 中野 直樹 弁護士 
報告③：「津島訴訟における「作為」による国の責任の主張」白井 劍 弁護士 
コメント①：長島 光一（帝京大学准教授／日本環境会議理事） 
コメント②：下山 憲治（早稲田大学教授／日本環境会議理事） 
コメント③：長谷川 公一（東北大学名誉教授／日本環境会議顧問） 

 
＜分科会４＞：令和６年能登半島地震が提起した複合災害の問題 

  座長：佐無田 光（金沢大学教授／日本環境会議理事） 
副座長：除本 理史（大阪公立大学教授／日本環境会議副理事長）、石原 凌河（龍谷大学准教

授） 
＊司会・進行：除本 理史 

＊趣旨説明：佐無田 光または除本 理史 

  報告①：「「災間」としての能登半島地震の課題 ―縮小社会における大災害の幕開け―」 
      石原 凌河（龍谷大学准教授） 

現地からの報告：「令和 6年能登半島地震の現状と課題」 

      安江 雪菜（計画情報研究所） 

  報告②：「能登半島地震と水道事業 ―復旧と持続可能な水道事業への課題―」 
      武田 公子（金沢大学教授） 

報告③：「能登半島地震で露呈した原子力防災の破綻」 
      上岡 直見（環境経済研究所代表） 

報告④：「災害の経験をどう継承するか：能登半島地震の実態から」 
      高原 耕平（人と防災未来センターリサーチフェロー） 
＊会場質問への回答などディスカッション 

＊総括コメント：佐無田 光 
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会場概略図 

西９号館２階（9/21（土）理事会、全体会会場） 

 

西９号館３階（9/22（日）分科会会場） 
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全体会「環境から軍事を問う」 

日本環境会議（JEC）第 39 回東京大会 

開 会 挨 拶 

寺西 俊一（日本環境会議理事長／一橋大学名誉教授） 

 
１．発足から 45 年目を迎えている｢日本環境会議｣(JEC) 

「日本環境会議」（JEC：Japan Environmental Council）は、世界的にみてもユニークな学際的研究

グループである「公害研究委員会」（1963 年 7月発足）のメンバーが中心となり、1979 年 6月に

発足した組織です。 1979 年 6月 9 日～10 日に開催された第 1回の発足会議では、それまで日本

の公害・環境問題の解決のために尽力してきた各分野の主要な研究者、弁護士、医師、技術者、

ジャーナリスト等の専門家や実務家、公害被害の防止と環境保全を求める全国各地の公害被害者

や市民運動・住民運動のリーダーなどを中心に 600 名余が集まり、2 日間にわたる 熱心な討議に

もとづき、「日本環境宣言」を採択しました。以来、（1）開かれた「学会」、（2）学際的な「学会」、

（3）提言する「学会」をめざしたネットワーク型組織として、各地での大会やシンポジウム等を

開催し、国内外における公害・環境政策の動向に無視できない影響を及ぼしてきました。 
その後、この「日本環境会議」（JEC）は、1991 年 11月の第 11回大会において、正式の組織規

約を制定した会員制組織に移行し、恒常的事務局と理事会体制を整備しました。そして、この間、

アジア地域を含む国内外の公害被害や環境問題の実情に関する調査・研究も精力的に推し進め、

各種の政策提言、出版やネット情報発信など、多面的な活動を続け、今日に至っています。2024
年 8月現在、前述した 1979 年 6月発足から数えて 45 年目を迎えるに至っております。 
なお、この「日本環境会議」（JEC）の大会やシンポジウム等の主な活動については、準機関誌

として位置づけている季刊雑誌『環境と公害』（岩波書店発行）（1971 年 7月創刊の 『公害研究』

が 1992 年 9月から改題されたもの）に、その都度、特集等として掲載されていますので、ご参照

くださるよう、お願い申しあげます。 
＊日本環境会議（JEC）HP： http://www.einap.org/jec/ 

 ＊季刊雑誌『環境と公害』編集委員会 HP： http://www.einap.org/kogaiken/ 
 

２．第 39 回東京大会における全体会と分科会の開催 

ご承知のとおり、2020年春以降、全世界的な拡がりをもって深刻化してきたコロナ感染問題の

影響を受け、しばらく対面式の大会やシンポジウム等の開催は控えざるをえませんでした。そう

した経緯のなかで、幸いにも、昨年（2023年）9 月 9日～10日、「第 38 回仙台大会」（於・東北大

片平さくらホール）を久々ぶりに対面式で開催することができました。これに続き、今年（2024

年）9 月 21日～22日、同じく対面式で「第 39回東京大会」（於・東京工業大学・大岡山キャンパ

ス）を開催できることになり、大変、嬉しいかぎりです。 
この「第 39回東京大会」では、第 1 日目（9月 21 日）午後に「環境から軍事を問う」という、

きわめて重要な今日的テーマのもとで全体会が開催されます。そして、第 2 日目（9月 22 日）午

前には、①＜分科会１＞（「都市緑地の開発と保全」）、②＜分科会２＞（「気候変動とエネルギー

転換」）、さらに同日午後には、③＜分科会３＞（「原発公害と関係訴訟」）、④＜分科会４＞（「令

和 6 年能登半島地震が提起した複合災害の問題」）がそれぞれ開催される予定になっています。 
多数の皆さんのご参加（会場参加およびオンライン参加）を期待しております。 

 
末尾になりましたが、私たち「日本環境会議」（JEC）は、現在 500 名弱の会員数となっていま

すが、今後に向けて 600 名以上の会員数を目指しています。今回の「第 39回東京大会」にご参加

いただく会員外の皆さんには、ぜひ、この機会に JEC入会をご検討いただければ、幸いです。 
＊JEC入会申し込みは、前出の日本環境会議（JEC）HP から。 

（以上）  

http://www.einap.org/kogaiken/
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全体会「環境から軍事を問う」 

環境から軍事を問う 

桜井 国俊（沖縄大学名誉教授） 

 
１．急速に進む沖縄の軍事要塞化 

 
SACO 合意で約束された米軍基地の削減が進まないその片方で南西諸島への自衛隊配備・ミサ

イル基地化が急速に進んでいる。直接的な契機は、2022 年 12月 16 日の安保三文書である。シェ

ルターの建設や平時・有事の住民避難計画が公然と語られるようになった。 
 
２．「沖縄・琉球弧の声を届ける会」の発足 

 
沖縄が捨て石とされる沖縄戦が再来するとの危惧が沖縄では急速に高まるが、メディアは沖縄

の人々のこの危惧を適確に報道せず、日本本土の多くの人は他人事だと思っている。この状況を

放置することは出来ないとして沖縄の人々は「沖縄・琉球弧の声を届ける会」を発足させた。 
 
３．環境を犠牲にする基地建設とアセス制度の更なる形骸化 

 
沖縄は生物多様性に富む島であるがその環境を犠牲にして米軍基地・自衛隊基地の建設が進め

られている。建設には、それに先立つ環境アセスが適切になされることが必要であるが、日本の

アセスは世界標準から大幅に立ち遅れており、。辺野古アセスでそれが誰の目にも明らかになった。 
 
４．環境を守るための調査権限と PPP 原則を無視する日米地位協定と環境補足協定 

 
 沖縄での多くの環境破壊は在沖米軍によるものであるが、彼らは日米地位協定に守られ、航空

機事故や PFAS による水汚染などの原因調査が適切に為されない。また環境汚染防止の基本原則

である汚染者負担の原則が米軍には適用されないため、問題行動の自己規制に繋がらない。 
 
５．地方自治の崩壊 

 
 日本国憲法第 8 章が謳う通り、国と地方は対等である。地先の海を守る権限と責務を知事に与

えた公有水面埋立法はまさにこの理念に立脚した法律であるが、国がこの権限を取り上げ埋立設

計変更承認を代執行したのは地方自治の崩壊の始りである。 
 
６．物言う自由を奪う土地利用規制法 

 
 土地利用規制法という名の住民規制法が 2021 年に制定されたが、これは環境から軍事を問う蝶

類研究者の宮城秋乃さんのような物言う研究者を黙らせようとする悪法である。 
 
７．乗り越えるべき二つのギャップ 

 
 我々が乗り越えるべき二つのギャップは、本土と沖縄、高齢者と若者、この２つである。 
  
８．沖縄から全国へのメッセージ 

 
 沖縄から日本が見える。日本の人たちが見たくない現実が。 

           （以上）  
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全体会「環境から軍事を問う」 

米軍新基地建設による辺野古・大浦湾の生態系への影響 

安部 真理子（日本自然保護協会 保護・教育部主任） 

 
１．米軍新基地建設による辺野古・大浦湾の生態系への影響 

普天間飛行場代替施設建設事業が進む辺野古・大浦湾にはさまざまな種類のサンゴ群集、海草

藻場、マングローブ、干潟、泥地、砂場などが１つのセットとなり特異なサンゴ礁生態系を作り

上げている。日本全国を見ても希少で価値がある。この場所の生物および地形の多様性の価値は

国内外で認められている。サンゴ礁にしては珍しく深場を持ち複雑な地形を有し、生物多様性を

支えている。防衛省の環境影響評価（以下、「環境アセス」においても、5334種もの生物が海域に

て記録され、その中には 262 種もの絶滅危惧種が含まれている。2019 年 10 月、沖縄県名護市の

辺野古・大浦湾一帯が日本初の「ホープスポット」に認定された。ホープスポットとは、有名な

海洋学者のシルヴィア・アール博士が立ち上げたプロジェクト、ミッションブルーが設定する海

洋保護区のこと。 
 
２．環境影響評価、環境保全措置の問題点 

本事業に伴う環境アセスは 2007 年より 2013 年にかけて行われたが、科学的に多くの問題があ

り、住民との合意形成や情報公開という点でも多くの問題があるアセスだった。 
環境アセス終了後も複数の分野の調査により新種や国内初記録種の発見が続いている。今後も

新種やユニークな生活史を持つ生物が発見される可能性が高い 
米国防総省は米国国家歴史保存法（NHPA）に違反するとして 2003 年に日米の環境保護団体な

どが米国防総省を米連邦地裁に提起していたジュゴン訴訟の中で、米国防総省の専門家チームは

2010 年の報告書でジュゴンの調査についての不適切さを指摘し、日本政府が実施した環境アセス

はほとんど価値を持たないとの見解を示していた。 
 
３．県外からの土砂の持ち込み 

琉球列島の島々では島ごとに異なる生物が生息している。沖縄県では 2015 年に公有水面埋立事

業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例を設置し、県外から持ち込まれる外

来種対策を講じている。 
2016 年に IUCN（国際自然保護連合）から日米両政府あてに勧告「島嶼生態系への外来種の侵

入経路管理の強化」が出されている。埋め立て土砂のうち 1,700万トンは本土と奄美・琉球諸島に

属する２つの島である奄美大島と徳之島から運ばれる。これが沖縄島にとって外来種となりうる

場所であると認識し、土砂に混入する外来種を早期に発見する方法を確立することなどが示され

ている。防衛省でも土砂搬入に伴う特定外来生物の侵入防止対策について高熱処理が有効との実

験結果を得ている（シュワブ（H27）水域生物等調査）。 
しかしながら最近の報道によると奄美大島からの土砂の搬入を検討しており、高熱処理ではな

く土砂を洗浄することで対処可能としている（2024 年 8月 23 日東京新聞）。搬入するならば高熱

処理が必須である。ただしすべての土砂を高熱処理すると大量の二酸化炭素の排出が伴う。必然

的にこの計画を撤回せざるを得ないと考える。 
 

４．環境監視等委員会、環境保全措置 

公有水面埋め立て承認の際の留意事項として有識者からなる普天間飛行場代替施設建設事業に

係る環境監視等委員会が設置されている。この委員会がサンゴの移植、海草藻場造成、底生生物

の移動等の環境保全措置やジュゴンなどの環境調査などにお墨付きを与えていることにより沖縄

県や市民の要望が通らなくなっていることが問題である。 
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全体会「環境から軍事を問う」 

南西諸島の軍事要塞化に係る環境アセスメントの課題 

砂川 かおり（沖縄国際大学准教授） 

 

１． 自衛隊の南西シフトに伴う防衛省の意図的な環境アセス逃れ  

2022 年度、米国防総省機関による年間アセス数は推定で約 1,137 件であるのに対し、日本の防

衛省の年間アセス実施件数では 1件であり、その比は 1,137倍であった。2014 年以降、南西諸島

への自衛隊配備増強が進む中、約 9 年間でアセス手続終了の事業件数は馬毛島自衛隊新基地建設

計画 1 件であった。石垣島自衛隊駐屯地建設を初めとして、南西諸島の自衛隊基地建設において

防衛省はアセス逃れを繰り返している。 
 

２．日本の環境アセスメント制度に求められる累積的環境影響評価 

(1)累積的環境影響とは 

日本弁護士連合会の「環境影響評価法の改正に係る第一次意見書（2008 年 11月）」は、正確な

環境アセスの実施には、累積的影響の評価が不可欠として、環境影響評価法に累積的影響の定義

規定を設けると共に、累積的環境影響が環境アセスの対象であることを明記することを提案した

が、現在まで導入には至っていない。例えば、米国の国家環境政策法（NEPA）の実施手順は、大

統領府環境品質評議会（CEQ）規則（連邦規則集[CFR]40編第 1500～1508条）に規定されており、

CEQ規則 1508.7条は、「累積影響」を次のように定義している。「累積的影響とは、どのような機

関（連邦政府、或いは非連邦政府）や個人がそのような別の行為を行うかにかかわらず、過去、

現在、そして合理的に予見可能な将来において、その行為が他の行為と合算された場合に、その

行為の影響の増分がもたらす環境への影響のことである。累積的影響は、個々には軽微であって

も、ある期間にわたって行われる集団的に重大な（複数の）行動から生じる可能性がある。」 
(2)米国における「累積的環境影響」評価事例 

具体的な事例としては、例えば、2010 年に米海軍が公告縦覧した「グァムおよび北マリアナ諸

島軍事移転；日本の沖縄からグァムへの海兵隊の移転」に関する環境影響報告書で、米海軍は「累

積的影響」を評価している。本報告書では、提案された活動の実施の 6 年前から建設完了の 5 年

後までの指定された期間内（2004～2019 年）に、既に完了した、現在行われている行動及び合理

的に予見可能な将来の活動リストが作成され、評価された。そして、グァム公共事業局、グァム

港湾局、グァム土地利用委員会が主導する商業港近代化プログラム（274m の船着場／埠頭スペー

スの追加、浚渫も含む。）を含めた 130 のプロジェクトがリストアップされ、79 のプロジェクトに

ついて累積的環境影響が評価された。 
(3)累積的環境影響評価が義務付けられていない日本 

CEQ 規則は、NEPA の適用対象要件である環境に及ぼす影響の「『著しさ』について、「その行

為が、個々には重大ではないが累積的に重大な影響を及ぼす他の行為と関連しているかどうか。

（略）当該行為を一時的なものだとし又は小さな構成部分に小規模化することによって「著しさ」

を逃れることはできない」と、累積的環境影響評価と脱法禁止規定を置いている（CEQ規則 1508.27
条(b)(7)第一文、第三文）。 
一方で環境影響評価法や沖縄県環境影響評価条例は、事業の実施時期や事業規模、事業主体な

どの意図的な操作による環境アセス逃れ（潜脱行為）を可能にしている。与那国島で既に運用さ

れ、又は計画されている自衛隊施設建設、自衛隊・海上保安庁・米軍の円滑な活動を可能にする

ための空港・港湾の整備・拡充によって、与那国島の人々の生活環境や自然環境には累積的な影

響が生じる可能性が大きい。石垣島自衛隊駐屯地の約 1.5 倍の用地拡大も同様である。これらの

小さな島々では、自衛隊員や家族が急増することによる経済・社会への累積的な影響も生じてい

る。これらの累積的環境評価は正確な環境アセスメントの実施には欠かせない。防衛省は、潜脱

行為を止め、累積的環境影響も合わせて評価すべきである。また、国や自治体の立法プロセスに

おいても、早急に累積的環境影響評価を含む戦略的環境アセスメントの導入が求められている。 



 

日本環境会議（JEC）第 39 回東京大会 

 

 

 
 

10 

全体会「環境から軍事を問う」 

有機フッ素化合物（PFAS）汚染の全国的な広がり：基地との関連 

原田 浩二（京都大学医学研究科准教授） 

 
１．PFASとは 

PFAS は Per- and poly Fluoro Alkyl Substances の略語である．有機フッ素化合物のうち，炭素（C）
の鎖であるアルキル鎖に対して複数のフッ素（F）が結合しているものを PFAS と呼んでいる．主

な PFAS がペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）とペルフルオロオクタン酸（PFOA）であっ

た．PFOS は衣類などの撥水・撥油剤（代表的な製品に 3M社のスコッチガード）の構成原料，基

地，空港などで使用される泡消火剤，半導体製造におけるフォトレジスト，クロムメッキ加工な

どに用いられてきた． 
 
２．PFAS問題の発覚 

米国の化学メーカー3M社は 2000 年 5月に，難分解性，生物蓄積性があることが主とした理由

として，PFOS，PFOA の製造を 2002 年までに自主的に廃止することを発表した．種々の PFAS に

含まれるフッ素化アルキル鎖の部分は分解を極めて受けにくく，環境に残留すると考えられ，

“Forever chemicals”（永遠の化学物質）と呼ばれている．PFAS の製造，使用，廃棄の過程で環境

に放出されたものは長期的には安定な構造の PFAS となって増加し続けることが懸念され，酸性

の PFAS は蒸散しにくいものの，水に比較的溶けやすく，土壌を浸透し地下水の汚染を引き起こ

す．日本における汚染の実態調査に，京都大学などの研究チームが乗り出した．2002 年，2003 年

に河川の水質調査を全国規模で行い，PFOS，PFOA は都市部に近い河川で高く検出され，東京の

多摩川や大阪の淀川の流域にある下水処理場の放流口で最大値を示した．多摩川では PFOS が高

く，淀川などでは PFOA が高かった．下水処理場の上流にありうる排出源として，泡消火剤を使

用する在日米軍横田基地，フッ素樹脂を製造するダイキン工業淀川製作所などが考えられた． 
 
３．近年の汚染調査 

米国国防総省によるまとめでは，2017 年段階で全米の軍事施設のうち 401施設で PFAS の放出

が確認され，90施設で当時の米国での水質目標値である 70 ng/L を超える汚染が確認された．2016
年に沖縄県企業局は沖縄中部 40 万世帯ほどに配水する北谷浄水場の水道水の PFOS，PFOA を測

定し，米国環境保護庁の当時の生涯健康勧告値（70 ng/L）を超える濃度を検出，公表した．北谷

浄水場の取水源には在日米軍嘉手納基地を通って流れる大工廻川が注ぐため，嘉手納基地で使用

された泡消火剤による汚染が疑われている．2019 年の 4月に普天間基地近隣の宜野湾市住民を対

象として血液検査を行ったところ対照地域より高い濃度を示した．2022 年には 7 地域に拡大した

調査が市民団体主導で行われ，依然，高い状況が示された． 
沖縄だけでなく，横田基地が位置する東京多摩地域でも水道水源としていた地下水から PFAS

が高い濃度で検出されてきた．2022 年末から 2023 年にかけて市民団体による血液検査が行われ

た．その結果，沖縄と同様に PFAS が高い状況であった． 
このほか各地の自衛隊基地の周辺の河川，地下水から泡消火薬剤に由来すると考えられる PFAS

が検出され，水道水を汚染した事例が発覚した． 
 

４．課題 

このような事例が次々と出てきたが，発生源について行政により断定されていない．地位協定

のハードルのある在日米軍基地だけでなく，自衛隊基地についても敷地内調査の実態が明らかに

されていない．PFAS含有泡消火薬剤は広範な施設で使用されてきたものであり，他の地域でも汚

染があるという前提で調査，対応することが必要である． 
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全体会「環境から軍事を問う」 

平和自治権と生命・環境の維持 
白藤 博行（専修大学名誉教授） 

１．「官民連携安保」体制の構築（軍事安保+経済安保）の現況 

2022 年 12月 12月 16 日に閣議決定された「国防三文書」（国家安全保障戦略、国家防衛戦略

及び防衛力整備計画）以来、「好戦ウイルス」が蔓延している。もちろんその根っこは、憲法を無

視し、閣議決定（集団的自衛権の容認解釈）で憲法 9 条の実質改憲をはかり、さらに安全保障関

連法を制定したことにある（2015 年）。その後は堰を切ったように軍事国家化が進み、米タイム

誌（2023 年 5月 22 日/29 日号）では、岸田文雄首相の軍事大国化への目線が「日本の選択」とし

て大見出しとなったほどである。岸田のはしゃぎぶりは、やむことを得ず、2024 年 7月の日米外

務・防衛担当閣僚会議では、在日米軍と自衛隊の「統合軍司令部」を設置し、いわゆる「拡大抑

止」政策を推進することを約束、今具体化されつつある。すべて故安倍晋三の「自由で開かれた

安定的な国際秩序」論の遺産である。より深刻なのは、軍事安保にとどまらない経済安保との「軍

経一体安保」の動きである。つまり、エコノミック・ステイトよろしく、2022 年には「経済安全

保障法」（2022 年が制定され、今年に入って「重要経済安保秘密保護法」までも制定され、いわ

ば「官民連携」の安全保障体制が構築される途上にある。 
２．憲法・地方自治法の無視・軽視が目に余る辺野古訴訟 

沖縄の辺野古米軍新基地建設をめぐる国と沖縄県の裁判は、最高裁代執行判決（2024 年 2月 29
日）で国「勝訴」に終わり、さっそく大浦湾の本格的な埋立工事が見切り発車している。地方自

治法の代執行訴訟制度は、そもそも中央集権的な機関委任事務体制時代の職務執行命令訴訟制度

の名残であり、憲法の地方自治の本旨を具体化する現行の地方自治法下では、もはや理念的にも

制度的にも認めがたいものである。そこで、この代執行訴訟制度は一種の緊急事態を想定し、き

わめて厳格な要件と手続を定め、裁判所に最終的な実体審理を求める司法的関与を定めるもので

あるはずであるが、最高裁は、かかる代執行の要件について実体審理を全く尽くしていない。一

連の辺野古訴訟では、「原審の判断は結論において是認できる」というような、下級審の判断を是

認する最高裁特有の言い回しである「最高裁構文」がまかり通ってきた。たとえば県による是正

の指示取消訴訟判決では、高裁の実体審査の妥当性を一片も審査せず、「裁決の拘束力」という形

式審査で国交大臣の裁決を忖度した。この判決を前提とした代執行判決も実体審理を欠くのは当

然であり、実体審理なき裁判の悪循環である。 
それでも諦めず、住民は裁判所による実体審理を求めて代執行承認処分の取消訴訟を提起して

いる。この訴えに、裁判所は真摯に応えなければならない。このように辺野古の裁判はまだ終わ

っていないなか、県との協議のない埋立工事の本格化が認められるわけがない。故翁長雄志知事

は、県民が日本国憲法の価値や理念から切り離され、自由・平等・人権・自己決定権の保障に抱

く喪失感を「魂の飢餓感」と称し、「誇りある豊かさ」を求めた。埋めなければならないのは美ら

海ではなく、地方自治に対する県民の喪失感であり、国と沖縄との隙間である。 
３．「逆分権化」の顕著な地方自治法改悪～「非平時」における緊急事態条項の創設 

国は、辺野古訴訟において「想定外」の沖縄の法的抵抗にあった。1999 年自治法改正の関与法

制に実効性があったのだ。そこで、今後の安保法制の円滑な運用をにらんでか、二度と辺野古訴

訟のごとき抵抗を許さない法改正を目論んだのである。すなわち、自治法に関与の特例規定を置

き、「国民に重大な影響を及ぼす事態」において、国に「特例的指示」権＝「特権的指示権」を付

与する挙に出た。法定受託事務・自治事務を問わない権力的関与の制度の導入は、国の立法及び

その解釈・運用における地方自治の本旨の尊重、適切な役割分担の原則、国・地方の対等協力関

係の構築、国の関与の制限の仕組みといった地方分権改革の理念に反する「逆分権化」の顕著な

徴候である。 
４．「逆分権化」に抗い「好戦ウイルス」に対する反戦抗体としての平和自治権の保障 

戦争は生命と環境の大循環を壊すものでしかない。憲法は、国が戦争を放棄し、平和を生かす

努力をすることを求めている。そのためには、憲法前文の平和的生存権、第 9 条の戦争放棄、そ

して第 94条以下の地方自治の保障を、それぞればらばらに考えるのではなく、これを響き合わせ

て、自治体の平和自治権の保障から、日本国民・住民の生命・環境の維持に挑まなければならな

い。  
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全体会「環境から軍事を問う」 

地域社会・地方財政から南西シフトと軍事要塞化を問う 

――伊江島と与那国島を中心に―― 

関 耕平 （島根大学法文学部教授） 

 

１．本報告の目的 

本報告の目的は，急激に進む軍事要塞化と，そこでの地方財政の役

割に焦点を当てながら，沖縄の離島において進行する環境破壊と地域

社会の破壊について，その一端を明らかにすることである。また，地

域社会の破壊にたいして住民がどのように苦闘しているのか，さらに

はオルタナティブの萌芽はどこにあるのかについても考えてみたい。 
 

２．軍事費二倍化と環境破壊・地域社会の破壊 

政府は 2027 年度までに軍事費を二倍化するという目標に向け，なり

ふりかまわず増大を続けており，2025 年度予算の概算要求額は 8 兆
4989億円にまで膨れ上がっている。軍事費の急増は，社会保障費や文

教費といった国民生活に密接な経費を圧迫するだけにとどまらず，軍

事基地の新設・強化によって環境および地域社会の破壊を引き起こし

ている。 
 

３．軍事要塞化の最前線―沖縄の離島で起こっていること 

人口 1700人余りの与那国島に自衛隊の沿岸監視部隊 160 名が駐屯し，家族などを合わせると島

の人口の 2 割を占める。当初の話しでは監視部隊だけのはずが，近年になって米軍との合同軍事

演習が行われ，電子戦部隊やミサイル部隊の新規配備，さらに駐屯地近くの沖縄県内最大の湿地

帯である樽舞湿地を破壊し「特定重要拠点」としての大規模港湾施設を整備することなどが，次々

ともくろまれ，既成事実化しつつある。一方で 2016 年の自衛隊基地配備以降，島では学校給食セ

ンターや廃棄物焼却処理施設など，「島民の悲願」ともいうべき社会インフラがつぎつぎと整って

いった。もちろんそのすべては防衛省の事業であり，予算である。あたかも，自衛隊基地配備に

よる「恩恵」であるかの如く。 
 

４．軍事要塞化へのオルタナティブとしての「生活」と「生産」 

住民投票で島が二分された苦い記憶から，与那国では表立って自衛隊基地反対の声をあげる住

民は多くない。しかし，駐屯地近くの比川地区の住民自治組織が，町にたいして港湾整備事業の

説明を求めることを全会一致で決めるなど，生活を脅かされている島民たちは声を上げつつある。

さらに島の伝統文化を継承し，クバ民具の制作をしている若者たち，彼ら/彼女らに魅かれて全国

から芸術家たちが集まり，移住者も増えてきた。 
沖縄本島に近い伊江島では，高い軍用地料によっ

て営農意欲がそがれないよう，農業委員会を挙げて

農業・畜産の高付加価値化に取り組んでいる。 
非暴力で米軍の土地収用に立ち向かった伊江島

の農民・阿波根昌鴻の著作『米軍と農民』(岩波新書，

1973 年)のなかに，「そこ（反基地闘争）には『たた

かいとたたかい』ではなく，『生活とたたかい』があ

り『生産とたたかい』があった。」という一文がある。 
「生活」と「生産」を起点とした軍事要塞化に対

するオルタナティブと，こうした取り組みを後押し

する地方財政の役割発揮が求められている。  

与那国島・比川地区に掲げられた横断幕 
「樽舞湿原を未来にのこそう！」 

と書かれている 

与那国島に建てられた 
自衛隊のレーダー施設 
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ウ
ク
ラ
イ
ナ
西
部
リ
ヴ
ィ
ウ
、

4.
09

.2
4、
ロ
シ
ア

の
ロ
ケ
ッ
ト
弾
を
受
け
た
家
族
の
家
。

国国
連連
人人
権権
監監
視視
団団
はは
最最
近近
のの
攻攻
撃撃
にに
よよ
るる
広広
範範
なな
市市
民民
被被
害害

をを
報報
告告

投投
稿稿
日日

: 2
02

4年年
9月月

6日日
国国
連連
ウウ
クク
ララ
イイ
ナナ
人人
権権
監監
視視
団団
（（

H
RM

M
U
））
はは
本本
日日
、、

8月月
26
日日

以以
降降
のの
ロロ
シシ
アア
軍軍
にに
よよ
るる
攻攻
撃撃
にに
よよ
りり
、、
ウウ
クク
ララ
イイ
ナナ
全全
土土
でで
広広

範範
なな
市市
民民
被被
害害
がが
発発
生生
しし
てて
いい
るる
ここ
とと
をを
明明
らら
かか
にに
しし
たた
。。

H
RM

M
U
がが
検検
証証
しし
たた
とと
ここ
ろろ
にに
よよ
るる
とと
、、
そそ
れれ
以以
降降
、、
政政
府府
支支

配配
領領
域域
でで
行行
わわ
れれ
たた
攻攻
撃撃
にに
よよ
りり
、、
民民
間間
人人

64
人人
がが
死死
亡亡
、、

39
2

人人
がが
負負
傷傷
しし
、、
民民
間間
人人
のの
財財
産産
やや
イイ
ンン
フフ
ララ
にに
多多
大大
なな
損損
害害
とと
破破

壊壊
がが
もも
たた
らら
ささ
れれ
たた
。。
死死
傷傷
者者
数数
のの
多多
ささ
はは
、、
夏夏
にに
民民
間間
人人
のの
死死

傷傷
者者
がが
急急
増増
しし
たた
ここ
とと
にに
よよ
るる
もも
のの
でで
ああ
るる
。。

H
RM

M
U
がが
本本
日日

発発
表表
しし
たた
民民
間間
人人
被被
害害
にに
関関
すす
るる
月月
次次
報報
告告
にに
よよ
るる
とと
、、

8月月
だだ

けけ
でで

18
4人人
のの
民民
間間
人人
がが
死死
亡亡
、、

85
6人人
がが
負負
傷傷
しし
たた
。。

H
RM

M
U
のの
ダダ
ニニ
エエ
ルル
・・
ベベ
ルル
代代
表表
はは
、、
「「
強強
力力
なな
ミミ
ササ
イイ
ルル
やや

爆爆
弾弾
がが
人人
口口
密密
集集
地地
をを
襲襲
いい
、、
ウウ
クク
ララ
イイ
ナナ
全全
土土
でで
民民
間間
人人
がが

死死
傷傷
しし
てて
いい
るる
。。
電電
力力
イイ
ンン
フフ
ララ
にに
対対
すす
るる
標標
的的
型型
攻攻
撃撃
はは
、、
再再

びび
全全
国国
的的
なな
長長
時時
間間
のの
停停
電電
をを
引引
きき
起起
ここ
しし
、、
最最
近近
のの
攻攻
撃撃
はは
、、

病病
院院
、、
学学
校校
、、
スス
ーー
パパ
ーー
ママ
ーー
ケケ
ッッ
トト
、、
重重
要要
なな
エエ
ネネ
ルル
ギギ
ーー
イイ

ンン
フフ
ララ
をを
破破
壊壊
まま
たた
はは
破破
損損
ささ
せせ
たた
。。
」」
とと
述述
べべ
てて
いい
るる
。。
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国国
際際
的的
なな
科科
学学
ココ
ミミ
ュュ
ニニ
テテ
ィィ
はは
、、
強強
力力
なな
分分
散散
型型
研研
究究
をを
実実
施施
すす
るる
ここ

とと
でで
、、
ウウ
クク
ララ
イイ
ナナ
のの
諸諸
機機
関関
にに
よよ
るる
トト
ッッ
ププ
ダダ
ウウ
ンン
型型
かか
つつ
政政
府府
主主
導導

型型
でで
中中
央央
集集
権権
的的
なな
アア
ププ
ロロ
ーー
チチ
をを
補補
完完
すす
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
るる
。。
研
究
者
、

管
理
者
、
資
金
提
供
機
関
は
、
復
興
のの
ココ
スス
トト
評評
価価
をを
含含
めめ
たた
戦戦
争争
にに
よよ

るる
環環
境境
生生
態態
系系
へへ
のの
影影
響響
評評
価価
にに
焦
点
を
当
て
た
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

.. 
こ
の
よ
う
な
研
究
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
た
知
見
は
、
今
後
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
お
け
る
復
興
計
画
の
参
考
と
な
り
、
ロロ
シシ
アア
へへ
のの
賠賠
償償
請請
求求
をを
裏裏
付付
けけ

るる
証
拠
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。。
ま
た
、
軍
事
紛
争
の
影
響
を
受
け
た

世
界
の
他
の
地
域
に
お
け
る
戦
時
被
害
と
復
興
評
価
の
雛
形
と
な
る
可

能
性
も
あ
る
。
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戦
時
中
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
環
境
被
害
に
関
す
る

研
究
開
発
課
題
一
覧
：

11..
イ
ン
フ
ラ
被被
害害
にに
よよ
るる
環環
境境
・・
健健
康康
リリ
スス
クク
をを
軽軽
減減
すす
るる
たた
めめ
のの
緊緊
急急

時時
対対
策策
（
高
リ
ス
ク
地
域
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
、
避
難
計
画
、
住
民
を
保
護
す
る

た
め
の
そ
の
他
の
対
策
の
提
言
）
。

ツツ
ーー
ルル
：：
環
境
汚
染
と
ハ
ザ
ー
ド
（
洪
水
な
ど
）
の
検
証
済
み
モ
デ
ル
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
、
核
予
測
モ
デ
リ
ン
グ
の
た
め
の
被
ば
く
線

量
予
測
。

22..
緊緊
急急
時時
対対
応応

--更更
新新
ささ
れれ
るる
緊緊
急急
時時
計計
画画
のの
実実
施施
オオ
ンン
ララ
イイ
ンン
モモ
ニニ
タタ

リリ
ンン
ググ
デデ
ーー
タタ
とと
精精
緻緻
なな
モモ
デデ
リリ
ンン
ググ

ツツ
ーー
ルル
：：
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
モ
デ
ル
ベ
ー
ス
の
意

思
決
定
支
援
シ
ス
テ
ム
（
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
モ
デ
リ
ン
グ
）
の
強
化

33..
ロ
シ
ア
に
対
す
る
戦戦
後後
賠賠
償償
請
求
の
裏裏
付付
けけ
とと
なな
るる
環環
境境
被被
害害
のの
証証

拠拠
のの
確確
定定
。

ツ
ー
ル
関
連
機
関
（

SE
I、

SN
RI

U、
SA

UE
ZM
）
の
た
め
の
測
定
装
置
、
実

験
室
設
備
、
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
デ
ー
タ
の
強
化
。
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44..
環環
境境
損損
害害
お
よ
び
損
失
を
定定
量量
化化
すす
るる
たた
めめ
のの
国国
際際
的的
にに
認認
めめ
らら

れれ
たた
手手
法法
のの
実実
施施
。

ツ
ー
ル
：
米
国
や
他
の
国
々
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
こ

れ
ら
の
戦
況
に
合
わ
せ
て
修
正
し
、
テ
ス
ト
す
る
こ
と
。

55..
  エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
コ
ス
ト
、
経
済
、
環
境
、
健
康
へ

の
影
響
の
評
価
を
含
め
た
最最
適適
なな
復復
興興
努努
力力
をを
分分
析析
すす
るる
たた
めめ
のの

フフ
ィィ
ジジ
ビビ
リリ
テテ
ィィ
・・
スス
タタ
デデ
ィィ
。

我我
々々
のの
見見
解解

----
戦戦
争争
終終
結結
まま
でで
はは
、、
上上
記記
リリ
スス
トト
のの

11～～
33がが
最最
優優
先先
課課
題題
とと
なな
るる
。。
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最最
前前
線線

20
22
年年

7月月
6日日
衛衛
星星
画画
像像
処処
理理
にに
よよ
るる
山山
火火
事事

17



11
 S

ep
te

m
be

r 
20

24
   
ht
tp
s:/
/d
ee
ps
ta
te
m
ap
.li
ve
/

Ru
ss

ia
n 

 m
ili

ta
ry

 u
ni

ts
ロ
シ
ア
軍
部
隊

Te
rri

to
rie

s s
til

l o
cc

up
ie

d 
by

 R
us

si
an

 a
rm

y

現
在
も
ロ
シ
ア
軍
が
占
領
し
て
い
る
地
域

    
    

    
   T

er
rit

or
ie

s  
lib

er
at

ed
 b

y t
he

  U
kr

ai
ni

an
 A

rm
y 

ウウ
クク
ララ
イイ
ナナ
軍軍
がが
解解
放放
しし
たた
領領
土土

Te
rr

ito
ry

 o
f K

ur
sk

    
  P

re
fe

ct
ur

e,
 R

us
si

a,
 c

on
tro

lle
d 

by
 th

e 
U

kr
ai

ni
an

 A
rm

y

ウウ
クク
ララ
イイ
ナナ
軍軍
がが
支支
配配
すす
るる
ロロ
シシ
アア
のの
クク
ルル
スス
クク
県県
領領
域域

C
hN

PP
チチ
ェェ
ルル
ノノ
ブブ
イイ
リリ
原原
子子
力力
発発
電電
所所

U
kr

ai
ni

an
 

nu
cl

ea
r r

ea
ct

or
s 

ウウ
クク
ララ
イイ
ナナ
のの
原原
子子
炉炉

ZN
PP

Fo
ur

 e
xa

m
pl

es
 o

f r
es

ea
rc

he
s 

du
rin

g 
th

e 
w

ar
 o

f o
ur

 d
is

tr
ib

ut
ed

 
te

am
 (J

ap
an

 - 
U

kr
ai

ne
) 

A)
M

ili
ta

ry
 ri

sk
s 

in
 th

e 
C

ho
rn

ob
yl

 E
xc

lu
si

on
 Z

on
e

B)
En

vi
ro

nm
en

ta
l c

on
ta

m
in

at
io

n 
du

e 
to

 p
ot

en
tia

l Z
ap

or
iz

hz
hi

a 
N

PP
 

ac
ci

de
nt

s 
C

)
Fo

re
ca

st
in

g 
an

d 
op

er
at

io
na

l m
od

el
in

g 
of

 fl
oo

di
ng

 a
ft

er
 th

e 
Ka

kh
ov

ka
 d

am
 b

re
ak

D
)

Tr
an

sb
ou

nd
ar

y 
or

ga
ni

c 
co

nt
am

in
at

io
n 

(m
ol

as
se

) s
pi

lla
ge

 in
to

 th
e 

D
es

na
 R

iv
er

 d
ue

 to
 fi

re
 d

es
tr

uc
tio

n 
at

 th
e 

Ru
ss

ia
n 

be
et

 s
ug

ar
 

 
 

 
 

 

分
散
チ
ー
ム
（
日
本

-ウ
ク
ラ
イ
ナ
）
の
戦
時
中

の
調
査

4例
A)
チ
ョ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
の
立
ち

入
り
禁
止
区
域
に
お
け
る
軍
事
的
リ
ス
ク

B)
ザ
ポ
リ
ツ
ィ
ヤ
原
子
力
発
電
所
の
潜
在

的
事
故
に
よ
る
環
境
汚
染

C)
カ
ホ
フ
カ
ダ
ム
決
壊
後
の
洪
水
予
測
と
運

用
モ
デ
リ
ン
グ

D
)

 ロ
シ
ア
、
ク
ル
ス
ク
県
テ
ト
キ
ノ
甜
菜
糖

生
産
工
場
の
火
災
に
よ
る
デ
ス
ナ
川
へ

の
越
境
有
機
汚
染
（
モ
ラ
セ
ス
）
流
出

RN
PP
Kh

N
PP

SU
N
PP

MM
aapp

  oo
ff  CC

ss--
1133

77  
ooff

  
CChh

eerr
nnoo

bbyy
ll  ff

aall
lloo

uutt
  aa

tt    
UUkk

rraa
iinn

ee,,
  BB

eell
aarr

uuss
  aa

nndd
  

RRuu
ssss

iiaa
nn  

FFee
ddee

rraa
ttiioo

nn  
ww

iitthh
iinn

  DD
nnii

eepp
eerr

  rrii
vvee

rr  
bbaa

ssii
nn  

aann
dd  

tthh
ee  

rree
ggii

oonn
aall

  
nnuu

ccll
eeaa

rr  ff
aacc

iillii
ttiiee

ss  
aann

dd  
oott

hhee
rr  rr

aadd
iioo

aacc
ttiivv

ee  
ccoo

nntt
aamm

iinn
aatt

eedd
  ss

iittee
ss  

  ((  
IIAA

EEAA
--TT

EECC
DD

OO
CC--

1122
3300

,,  
2200

0066
))

A)
チ
ョ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
子
力
発
電
所
の
立
ち
入
り
禁
止
区
域
に
お
け
る

軍
事
的
リ
ス
ク

B)
ザ
ポ
リ
ツ
ィ
ヤ
原
子
力
発
電
所
の
潜
在
的
事
故
に
よ
る
環
境
汚
染

E
m

er
ge

nc
y 

re
sp

on
se

 s
ys

te
m

 fo
r 

of
fs

ite
 n

u
cl

ea
r 

em
er

ge
nc

y 
in

 U
kr

ai
ne

 
be

fo
re

 t
he

 w
ar

: J
R

O
D

O
S 

m
od

el
s 

an
d 

im
pl

em
en

ta
tio

n

Ch
or

no
by

l 
Fo

re
st

 fi
re

 
20

18

W
in

d 
fie

ld
  3

0.
10

.2
01

3 
ZN

PP
 s

ite
O

ne
 o

f t
he

 s
ce

na
rio

 o
f 1

 
Cs

 g
ro

un
d 

de
po

si
tio

n

Fo
re

st
 fi

re
 

at
 C

hN
PP

5.
06

.2
01

8 
   

18



C
s-
13
7

Sr
-9
0

Pu
-2
38

Sr
-9
0

C
hN
PP

Pr
ip

ya
t R

iv
er

 F
lo

od
pl

ai
n

at
 C

hN
PP

In
un

da
te

d 
by

 th
e 

flo
od

s 
hi

gh
er

 
th

an
 2

5%
 p

ro
ba

bi
lty

 o
f e

xc
ee

di
ng

 

“R
ed

 F
or

es
t “

 
A

ss
es

sm
en

t o
f m

ax
im

um
 w

ild
fi

re
 im

pa
ct

 o
f t

he
 w

at
er

 tr
an

sp
or

t o
f r

ad
io

nu
cl

id
es

 cr
os

s C
hE

Z 
bo

rd
er

 to
 K

yi
v 

ci
ty

 re
gi

on
 

vi
a 

Pr
ip

ya
t r

iv
er

 a
nd

 K
yi

v 
re

se
rv

oi
r (

Py
ly

pe
nk

o,
 T

al
er

ko
, Z

he
le

zn
ya

k 
,K

ir
ie

ie
v, 

Pr
ot

sa
k 

et
 a

l. 
20

24
) 

A
tm

os
ph

er
ic

  d
ep

os
iti

on
  t

he
 ra

di
on

uc
lid

e 
(B

q 
m
−2

) f
or

 "m
ax

im
um

 
da

ng
er

 s
ce

na
ri

o"
 o

f t
he

 fo
re

st
 fi

re
 in

 th
e 

C
EZ

 u
nd

er
 o

 c
ho

se
n 

m
et

eo
ha

za
rd

s 
sc

en
ar

io

13
7 C

s
13

7 C
s

Th
e 

ar
ea

 o
f a

 h
yp

ot
he

tic
al

 w
ild

fi
re

 (b
ou

nd
ar

ie
s 

m
ar

ke
d 

w
ith

 a
 d

as
he

d 
re

d 
lin

e)
 t

ha
t 

co
ul

d 
ca

us
e 

a 
"m

ax
im

um
 h

az
ar

d 
sc

en
ar

io
".

SScc
eenn

aarr
iioo

9900
SSrr

  dd
eepp

ooss
iittii

oonn
  

oonn
  ww

aatt
eerr

  
ssuu

rrff
aacc

ee,,
  GG

BB
qq

9900
SSrr

  
ww

aatt
eerr

sshh
eedd

  
ww

aass
hh--

ooff
ff,,

  
GG

BB
qq

1133
77 CC

ss  
ddee

ppoo
ssii

ttiioo
nn  

oonn
  

ww
aatt

eerr
  ss

uurr
ffaa

ccee
,,  GG

BB
qq

1133
77 CC

ss  
ww

aatt
eerr

sshh
eedd

  
ww

aass
hh--

ooff
ff,,

  GG
BB

qq

AApp
rrii

ll  22
66

--22
99

,,  22
00

11
55

00
..00

00
11

00
..00

11
66

00
..00

00
55

00
..00

00
99

55
AApp

rrii
ll  44

--22
00

,,  22
00

22
00

00
..33

00
00

00
..00

44
88

00
..99

77
00

00
..00

11
66

HH
yypp

oott
hhee

ttiicc
aall

,,  MM
eett

eeoo
sscc

eenn
aarr

iioo
  11

44
00

..11
--

99
11

..  55
--

HH
yypp

oott
hhee

ttiicc
aall

,,  MM
eett

eeoo
sscc

eenn
aarr

iioo
  22

77
55

..77
00

..55
11

55
88

11
33

  

To
ta

l 
am

ou
nt

 o
f 

ra
di

on
uc

lid
ed

ep
os

ite
d 

on
 K

yi
v 

re
se

rv
oi

r 
su

rf
ac

e 
an

d 
w

as
he

d-
of

f 
fr

om
 t

he
 

w
at

er
sh

ed
 f

or
 t

he
 c

al
cu

la
te

d 
sc

en
ar

io
s.

 M
et

eo
sc

en
ar

io
 1

 h
as

 n
o 

w
as

h-
of

f 
du

e 
to

 a
bs

en
ce

 o
f 

pr
ec

ip
ita

tio
n.

A
ss

es
sm

en
t o

f m
ax

im
um

 w
ild

fi
re

 im
pa

ct
 o

f t
he

 w
at

er
 tr

an
sp

or
t o

f r
ad

io
nu

cl
id

es
 cr

os
s C

hE
Z 

bo
rd

er
 to

 K
yi

v 
ci

ty
 re

gi
on

 
vi

a 
Pr

ip
ya

t r
iv

er
 a

nd
 K

yi
v 

re
se

rv
oi

r (
Py

ly
pe

nk
o,

 T
al

er
ko

, K
ir

ie
ie

v, 
Pr

ot
sa

k 
et

 a
l. 

20
24

) 

90
Sr

13
7 C

s

90
Sr

 d
iss

ol
ve

d 
co

nc
en

tra
tio

ns
  a

t K
yi

v 
HE

S 
(B

q/
m

3 ) 
du

rin
g 

th
e 

la
st

 si
gn

ifi
ca

nt
 in

cr
ea

sin
g 

of
 co

nc
en

tra
tio

ns
 - 

sp
rin

g 
flo

od
 1

99
9 

 m
ea

su
re

d 
 (g

re
y)

,  
an

d 
RI

VT
OX

 m
od

el
 o

ut
pu

t 
(g

re
en

).

Ky
iv

 H
ES

j
90

Sr
 a

nd
  1

37
C

s  
di

ss
ol

ve
d 

co
nc

en
tra

tio
ns

  a
t K

yi
v 

HE
S 

(B
q/

m
3 ) 

 p
re

di
ct

ed
 fo

r t
he

 m
ax

im
um

 h
ar

m
fu

l c
om

bi
na

tio
n 

of
 w

ild
fir

e 
so

ur
ce

 te
rm

 a
nd

 m
et

eo
ro

lo
gi

ca
l c

on
di

tio
ns

ht
tp

s:
//

de
ep

st
at

em
ap

.li
ve

/e
n#

6/
48

.6
12

/3
2.

34
4

K
he

rs
on

K
ah

ov
ka

 H
PP

 

ZN
PP

D
ni

pr
o 

H
PP

 

As
se

ss
in

g 
of

 ra
di

at
io

n 
ris

ks
 a

t Z
N

PP
ザ
ポ
リ
ツ
ィ
ヤ
原
子
力
発
電
所
の
潜
在
的
事
故
に
よ
る
環
境
汚
染

19



En
se

m
bl

e 
m

od
el

in
g 

co
ns

eq
ue

nc
es

 o
f Z

N
PP

 a
cc

id
en

t b
y 

R
O

D
O

S 
 in

 K
IT

,  
G

er
m

an
y 

an
d 

U
kr

ai
ne

 a
nd

 b
y 

Ja
pa

ne
se

 D
SS

  

In
co

rp
or

at
in

g 
U.

S.
 m

od
el

in
g 

ca
pa

bi
lit

ie
s 

in
to

 th
is

 d
ay

-to
-d

ay
 e

ns
em

bl
e 

m
od

el
in

g 
co

ul
d 

in
cr

ea
se

 th
e 

pr
ed

ic
tiv

e 
po

we
r o

f t
he

se
 e

ffo
rt

s.
 

M
od

el
in

g 
of

 K
ak

ho
vk

a 
 H

PP
 d

am
 b

re
ak

  p
er

fo
rm

ed
  b

y 
C

O
A

ST
O

X 
in

 O
ct

ob
er

 –
 F

eb
ru

ar
y 

20
22

, w
hi

ch
 re

su
lts

 h
av

e 
be

en
 p

re
se

nt
ed

  a
s 

G
IS

 m
ap

s 
fl

oo
di

ng
  m

ap
s 

to
 S

ta
te

 E
m

er
ge

nc
y 

Se
rv

ic
e 

of
 U

kr
ai

ne
,  

an
d 

sa
te

lli
te

 im
ag

es
 o

f  
K

ak
ho

vk
a 

H
ES

 d
am

  

K
ak

ho
vk

a 
H

ES
 d

am
, 

Ju
ne

 6
, 2

02
3

K
ak

ho
vk

a 
H

ES
 d

am
, 

M
ay

, 2
02

3

カ
ホ
フ
カ
ダ
ム
決
壊
後
の
洪
水
予
測
と
運
用
モ
デ
リ
ン
グ

20



ロロ
シシ
アア
、、
クク
ルル
スス
クク
県県
テテ
トト
キキ
ノノ
甜甜
菜菜
糖糖
生生
産産
工工
場場
のの
火火
災災
にに
よよ
るる
デデ
スス
ナナ
川川
へへ
のの
越越
境境
有有
機機
汚汚
染染
（（
モモ
ララ
セセ
スス
））
流流
出出

Ky
iv

Dn
ep

r 

De
sn

a 
Ri

ve
r  

W
at

er
sh

ed
 

Ku
rs

k 

U
kr

ai
ne

Ru
ss

ia

Ru
ss

ia

Ru
ss

ia
Be

la
ru

s

De
sn

a

Te
tk

in
o 

Su
ga

r 
En

te
rp

ris
e

12
/0

8/
20

24

Uk
ra

in
e 

Ru
ss
ia

r S
ei

m

R 
Se

im
 

Те
тк
ин

ск
ий

Са
ха
рн

ый
За
во
д

13
/0

8/
20

24
14

/0
8/

20
24

Te
tk

in
o 

su
ga

r 
en

te
rp

ris
e 

15
/0

8/
20

24
16

/0
8/

20
24

28
/0

8/
20

24

21



ht
tp
s:
//j
a.
wi
kip
ed
ia
.o
rg
/w
iki
/%
E3
%
83
%
9B
%
E3
%
83
%
8E
%
E3
%
83
%
AB
%
E

3%
83
%
AB
%
E7
%
B3
%
96
%
E8
%
9C
%
9C
%
E6
%
B5
%
81
%
E5
%
87
%
BA

De
ad

 fi
sh

es
  a

s 
“H

on
ol

ul
u 

M
ol

as
se

 S
pi

ll 
“

流流
出出
のの
発発
覚覚
とと
影影
響響

[編編
集集
]

糖糖
蜜蜜
のの
流流
出出
はは
20
13
年年
9⽉⽉
9⽇⽇
にに
発発
覚覚
しし
たた
[1
] 。。
流流
出出

のの
原原
因因
はは
パパ
イイ
ププ
のの
不不
良良
品品
でで
ああ
りり
、、
海海
上上
輸輸
送送
会会

社社
のの
ママ
トト
ソソ
ンン
社社
がが
責責
任任
をを
認認
めめ
たた
[2
] 。。
⽯⽯
油油
とと
違違
いい
、、

糖糖
蜜蜜
がが
規規
制制
品品
物物
にに
含含
まま
れれ
てて
いい
なな
かか
っっ
たた
たた
めめ
、、

ママ
トト
ソソ
ンン
社社
もも
ハハ
ワワ
イイ
州州
政政
府府
もも
糖糖
蜜蜜
流流
出出
とと
いい
うう

緊緊
急急
時時
のの
対対
応応
策策
をを
もも
っっ
てて
いい
なな
かか
っっ
たた
[1
] 。。
海海
流流
とと

天天
気気
のの
影影
響響
でで
糖糖
蜜蜜
がが
徐徐
々々
にに
薄薄
めめ
らら
れれ
、、
ホホ
ノノ
ルル

ルル
港港
かか
らら
外外
へへ
流流
ささ
れれ
るる
もも
のの
とと
考考
ええ
らら
れれ
るる
[3
] 。。

ホホ
ノノ
ルル
ルル
港港
にに
もも
ぐぐ
るる
ダダ
イイ
ババ
ーー
はは
糖糖
蜜蜜
がが
即即
座座
にに

港港
のの
底底
にに
沈沈
みみ
、、
酸酸
⽋⽋
をを
引引
きき
起起
ここ
しし
たた
たた
めめ
⼀⼀
帯帯

のの
海海
洋洋
⽣⽣
物物
がが
全全
滅滅
しし
たた
とと
報報
告告
しし
たた
[4
][5
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残
酷
な
戦
争
で
学
ん
だ
教
訓
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
環
境
被

害
に
対
処
す
る
研
究
開
発
課
題

1.
 戦
時
中
の
緊
急
事
態
と
い
う
重
圧
の
も
と
で
は
、

「
環
境
」
政
府
機
関
の
意
思
決
定
者
や
管
理
者
に
対
す

る
科
学
者
の
支
援
は
特
に
有
用
で
あ
る
た
め
、
双
方
は

そ
の
よ
う
な
協
力
の
準
備
を
整
え
、
「
味
」
を
し
め
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

2.
厳
し
い
時
間
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
も
と
で
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
複
雑
さ
に
は
、
第
一
線
の
専

門
家
の
関
与
と
、
最
高
の
研
究
ツ
ー
ル
と
最
新
技
術
の

利
用
が
必
要
で
あ
る
。
特
定
の
任
務
の
た
め
に
国
内
外

の
専
門
家
か
ら
な
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
設
置
す
る
こ

と
は
、
戦
時
中
の
環
境
問
題
の
解
決
に
非
常
に
有
効
で

あ
る
。

3.
 日
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功
し
た

経
験
は
、
戦
後
、
妥
当
な
修
復
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め

の
研
究
開
発
の
役
割
が
特
に
重
要
に
な
る
時
期
に
、
協

力
を
拡
大
す
る
た
め
の
良
い
展
望
を
開
く
も
の
で
あ

る
。
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分科会１「都市緑地の開発と保全」 

神宮外苑再開発と都市の緑の保全 

ロッシェル・カップ（コモンズの緑を守る全国ネット共同代表） 

 
１．注目されている神宮外苑再開発 

 ユネスコの諮問機関である ICOMOS（国際記念物遺跡会議）から発出された警告ヘリテージ・

アラート、国内外メディアによる多くの報道、4 つの署名活動への 32万人を超える賛同者、2023
年に他界した坂本龍一氏のメッセージに続いて、各界の有識者や村上春樹氏をはじめとする著名

人による声明、人気グループ、サザンオールスターズによる抗議の歌など、神宮外苑再開発プロ

ジェクトは多くの論争を巻き起こし、注目を集めました。 
 
２．神宮外苑は、歴史的価値の高い特別な場所 

 明治神宮外苑は、今から百年前の大正時代に、国民の献金、献木という、現在のクラウドファ

ンディングのような民主的な方法で造られた歴史的価値の高い都市資産です。歴史的なスポーツ

施設やイチョウ並木をはじめとする緑の環境は、憩いの場として長く市民に親しまれてきました。 
 
３．環境を犠牲にする再開発計画と環境アセスの問題 

 環境アセスの基本的な役割は、開発事業による環境への影響を評価し、社会へ与える利益とバ

ランスをとることですが、神宮外苑の場合では、東京都環境アセス審議会が示した懸念は無視さ

れ、環境アセスとして適正に機能しませんでした。環境アセスメントの世界的な学会「国際影響

評価学会（IAIA）」、日弁連、そして ICOMOS からも、公式声明により非難されたことは、恥ずべ

き事態です。 
 
４．神宮外苑は全国で起きている再開発問題の縮図 

 神宮外苑再開発が多くの注目と関心を集めているのは、神宮外苑という特別な場所に対する愛

着があるだけでなく、日本全国で起きている再開発問題の縮図だからです。事業者、行政、政治

家が秘密裏に進め、計画が固まった段階で初めて公表するという、市民不在のやり方。利潤追求

型の高層ビルや商業施設のために樹木や緑が犠牲になっています。「土地の高度利用」や「賑わい」

を何よりも優先して、環境や景観、市民の生活をないがしろにしてしまいます。 
 
５．歪められた都市計画行政 

 神宮外苑再開発は都が基本計画を発案し、都が策定した「まちづくり指針」に適うものとして

都知事が認可し実施されています。計画進行のプロセスにおいて、事業計画に合わせたガイドラ

インを作り、区域を削除したり、条例を変更したり、事業者に便宜を図っています。このように

歪められた都市計画行政は、非民主的であるといわざるをえません。 
 
６．都市の緑を守るため法律を変える必要がある 

 神宮外苑で起きているような問題を防ぎ、緑の環境や景観を守るために日本の法律を変える必

要があります。環境アセスメントプロセスの改善、再開発での市民参加を推進する方式、緑地保

全や樹木伐採の規制、景観を守る法整備が重要です。 
 

（以上）  
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分科会１「都市緑地の開発と保全」 

小さな｢矢川｣を壊す 63 年前の｢都市計画道路｣ 

柏木 隆之（くにたちの自然と生活環境を守る市民連絡会） 

 

1 矢川（やがわ）と矢川緑地保全地域 

①  矢川緑地保全地域（東京都昭和 52年指定） 

地域内には、矢川の流れとその両側に広がる樹林地、湿地があります。矢川は、立川段丘崖の

崖下から湧きだす湧水を集めて流れる幅 2m程の小さな流れです。流れの中には、ミクリやヤナ

ギモ等の植物が生育し、シマアメンボ等の動物が見られ、カルガモやコサギ等の野鳥が集まっ

てきます。（東京都 HP） 

② 矢川 矢川緑地から流れ出し、府中用水・多摩川にいたる約 1.3㎞の小さな流れ。 

 

2 2 本の都市計画道路（1961 年告示）は矢川のことを考慮していない 

昭和 36年 10 月 5日 建設省告示第 2295号 

東西方向＝新奥多摩街道（国立 3.4.5号線）／南北方向＝立川東大和線（国立 3.3.15号線） 

川幅 2～4m、地盤面から川底 2～4ｍの小さな矢川の上に巾 20m、28mの構造物が｢平面交差｣ 

★水と緑の保全、道路の必要性の変化、住環境（田畑から住宅地へ）などの時代の変化の考慮

なし。 

★63年前の計画をいまだに維持する合理性は？ない。 

 

3 ｢会｣の質問・要望と東京都・国立市の動向 

① 東京都･･･2022年 12 月 23日 「矢川」との交差部の道路構造について（国立市へ意見照会） 

2023年 9 月 8、9日 都市計画変更素案説明会→突然、｢橋梁構造｣ 

②  国立市･･･2023年 1 月 10日 東京都への｢回答｣→矢川本体（水路部分）を改変しない道路

構造。都市計画道路により矢川が覆われる場合には、日光がさえぎられることにより既存の生

態系への影響が懸念されるため、自然採光が可能な構造など、要望。（東京都からの回答なし） 

③ ｢会｣の質問と要望･･･「水辺の自然環境や生態系に最大限配慮した（必要不可欠な）構造」に

なっていますか？橋梁構造とは？平面交差なら容認できない？東京都から回答を求め、情報

公開と検証を。 

③  国立市回答（2023年 12 月 11日）・・・東京都は市の要望を受けた最適案を示した、構造は

今後協議、これまで出した要望、意見をふまえて東京都と協議･･･。 

 

4 わたしたちのとりくみ（二つの署名） 

2024年 6 月 10日第一次分（1,345 筆）を東京都に提出（ネット岩永、共産党曽根・青柳各都

議） 

ひきつづき 12 月 15日投票の国立市長選挙を意識して署名にとりくんでいる。 

 

5 3.3.15 号線と 3.4.5 号線がもたらす国立への影響 

●さくら通りが｢新奥多摩街道｣に ●矢川北都営住宅内に市内最大規模の交差点が出現（1 日

当り 2万台超×2） ●東京女子体育大学のグラウンドがつぶされる（存続の危機） ●立退

きと地域の分断（｢このままここで暮らしたい｣の声） 

 

6（補足） 都市計画法の｢改正｣を 

都市計画法第 15条～第 28条（都市計画の決定及び変更）では、住民の関与は（「一団の土地」

以外は）地区計画等の公聴会、縦覧、都市計画審議会、決定と公告のみ。 

★既決定の都市計画の変更（修正・廃止）を求める「住民発議」を制度化できないか。 

 （以上）  
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分科会１「都市緑地の開発と保全」 

さいたま・核都市広域幹線道路計画と見沼たんぼ地域の保全 

北原 典夫（未来遺産・見沼たんぼプロジェクト推進委員会事務局長） 

 

１．首都圏の大規模田園緑地「見沼たんぼ地域」 

 見沼たんぼ地域は、狭山丘陵などともに、埼玉県南部・首都圏 20km~30km に広がる大規模緑地

地域です。江戸時代中期に 1,200ha 余の沼地を干拓して米作りの場となりました。1965 年以降、

この地域の持つ遊水機能や環境保全機能から、幾多の住民運動や関係機関の検討・協議を経て、

1995 年には「大規模緑地として保全・活用・創造するとする基本方針」が、埼玉県・関係市・関

係議会・関係団体の 4 年 5カ月の協議の末に「合意」され、「基本計画」も定められてきました。 
 
２．「開発促進志向」の衆議院議員の思い付きから始まりました 

 しかし、地域の土地所有者の中には、「市街化調整区域の土地を売りたい・高く売りたい・だか

ら開発を願う」という意見もあります。それらの開発志向を踏まえて、さいたま 1 区の衆議院議

員が、4 年ほど前から、見沼たんぼの「開発促進」のため、埼玉新都心建設の際にできた「首都高

埼玉新都心線の見沼出口からの東北高速道までの延伸」を提起し、「首都高速埼玉新都心線東北道

延伸促進議員懇話会」を立ち上げました。議員が会長で、さいたま市長が顧問です。 
 
３．岸田内閣の「首相補佐官」に対して「大宮国道工事事務所」の慌てた対応 

 2021 年 10 月に岸田内閣が発足し、当該議員が総理大臣補佐官になると、大宮国道工事事務所

が、12月には「埼玉県東西軸道路検討会」として関係機関を集めてWEB方式で立ち上げました。

当初は「東西軸道路検討会」としていたのですが、1 年後には、「核都市広域幹線道路検討会」と

して、道路の名称を「粉飾」したうえ、さいたま市役所での地元検討会として推進しています。 
 
４．理念崩壊している「核都市広域幹線道路」 

 1986 年の首都圏整備基本計画で、千葉・さいたま・立川・横浜などの『業務核都市』を結ぶ広

域道路として構想されました。2000 年を目標とした「第四次全国総合開発計画」を受けて制度化

されましたが、その後の首都圏の一極化構造の進行などによる『業務核都市』の計画・理念の崩

壊などにより、まったく広域道路構想として成り立っていない道路構想です。その広域道路構想

を前面にして、市民を威圧しようと「仰々しく持ち出された道路構想名称」です。 
 
５．浦和 IC から 1.8kmの位置の新 IC は、「近すぎて危険で無駄」 

 見沼出口から東北道への延伸ルートでの新 IC は、さいたま市の都市計画マスタープランの道路

整備方針図では、浦和 IC から 1.8km の位置です。その地点以外には岩槻 IC までの間の新 IC に接

続できる県道等がありません。新 IC は車で 2 分。既存のインターに「近すぎて、危険で無駄な IC」
です。市民団体の推定では、建設費用 2,700億円、30 年の建設期間が必要です。30 年後には日本

の人口が 1億人を下回ると推計されており、自動車交通量も激減するものと推計されます。 
 
６．見沼たんぼ地域の中心的地域の風致・環境・景観を破壊する高速道路計画に反対 

 首都圏 3,000万人が集住する大都市の近郊で、40 年余の長い市民運動と協議・検討を踏まえて、

災害対応力の保持、自然環境・文化・景観資源の保全などから「大規模緑地地域」として 128 億
円の基金などで整備が進められてきている「見沼たんぼ地域」。私たちは、その中心地域の風致・

環境・景観を破壊する高速道路計画に反対する会を昨年 9月に設立しました。 
 
７．どうぞ『オンライン反対署名』にお力添えください 

 オンライン署名：https://www.change.org/minumatanbo 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%AC%A1%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%B7%8F%E5%90%88%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8%88%E7%94%BB
https://www.change.org/minumatanbo
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分科会１「都市緑地の開発と保全」 

昭島・昭和の森における都市緑地開発問題 

長谷川 博之（昭島巨大物流センタ－を考える会共同代表） 

 
Ⅰ ＧＬＰ昭島プロジェクトの概要と問題点 

 １）世界的物流デベロッパー、GLP 社の日本法人が、東京都昭島市の〈昭和の森ゴルフ場〉林間コースの樹木

3000 本(推計)を伐採する、巨大物流・データセンター(東京ドーム約 12 個分)を計画。オオタカやアナグマも

棲む自然林〈代官山〉や国の史跡〈玉川上水〉、閑静な住宅街に隣接し、ほぼ片側一車線の市道(通学路)しか

ないのに、物流トラック等 1 日 5800 台が集中。渋滞、事故、大気汚染、騒音・振動等、反対の声は大きいが、

準工業地域であり法的規制は困難。来年 2 月着工の計画に対し、都の環境アセスで評価書案を審議中。 
 ２）「撤退を含む見直し」を求めるグループの他、景観の変化や渋滞予測を市民が調査し３D-VR シミュレーシ

ョン動画を制作して可視化するグループ、有志による陳情等、運動は多様化。市民自治への意識も高まる。 
 ３）データセンターは、日本全国の既存のＤＣを合わせたくらいという、桁違いの規模であることが明らかに。

電力消費は現在の昭島市総消費電力の約６倍、ＣＯ２の排出量は同４倍近く。排熱によるヒートアイランド

現象も深刻な懸念。昭島市や東京都の環境政策の破綻を招くほどの規模であることを周知していきたい。 
 
Ⅱ ＧＬＰ開発問題に見られる都市緑地の開発と保全の実相 

 １）全国で都市緑地の開発や緑地の減少が問題になっているのはなぜか？ 
  都市が人間の生活空間としての要件を満たしていない、まちづくりにおける環境配慮が欠落している証拠。 
 ２）昭島におけるＧＬＰ開発における都市緑地の開発が、あまり大きな問題にならないのはなぜか？ 
  ①東京都は、開発地のゴルフ場の緑地を、単なる管理地、レジャ－ゾーンと決めつけている。 
  ②開発隣接地域で、自然度の高い玉川上水や代官山に対しては、環境アセスメントが行われていない。 
 ３）ＧＬＰ開発地域の都市緑地に抱く市民、行政、企業の自然観は、なぜこんなにも違うのか？ 
  ①唯一の緑地帯である代官山は開発から外されて、保全されることが決まっているが、これまで、一度も園内

の自然調査がされたことはなく、生物多様性の実態把握が把握されていないまま、昭島市は、この代官山

に、「地区計画に伴う緑地保全条例」を策定しようとしている。 
  ②代官山の北側と西側に、巾１６ｍの新設道路が造成されようとしており、それだけで、代官山は孤立化し、

生きものの局所的な絶滅を招くことが懸念されている。人と自然との触れ合いの場が消失するにもかかわ

らず、現在、環境アスメント上、まったく問題になっていない。 
  ③現在、開発計画の一部が変更され、代官山の北側に、ＤＣの代わりに、「中央公園」が造成されることにな

っているが、これまでのゴルフ場の環境（芝地中心の）を生かした、賑わいのある回遊性をもった都市公

園になれば、その北側の玉川上水や南側の代官山の生態系への影響は計り知れない。市も、ＧＬＰと同様、

単なるレクリエ－ションや遊びと、生物多様性の保全とが区別できていない。 
  ④昭島市は、この開発地域に地区計画を策定しようとしているが、建物の十分な高さ制限や緑地率の指標提

示はなく、１６ｍ巾の新設道路や中央公園を是認しており、それをもって、緑の連続性あるネットワ－クが

形成されるとしているが、その内実は実感や効果を伴わない、うわべだけのものになっている。 
  ⑤昭島市の地区計画に対しては、都市計画マスタ－プランや環境基本計画等の上位計画との整合性がないと

いう理由で、７月、開発地域の生きもの達（オオタカやアナグマ）も主人公にした住民監査請求書を、請求

人３７９名で、昭島市に提出した。 
2024 年 8 月下旬現在、監査委員からの結果待ちである。 

 
Ⅲ 今後の予定とまとめ 

① 公害紛争調停について  ②ＧＬＰの企業倫理と環境倫理      
昭島巨大物流センターを考える会ＨＰ（ＱＲコ－ド） 
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分科会２「気候変動とエネルギー転換」 

エネルギー基本計画の何が問題か 

大島 堅一（日本環境会議・龍谷大学） 

 
1．エネルギー基本計画の位置づけ 

・エネルギー政策基本法第 12条に基づき、3 年おきに閣議決定。 
・中長期的なエネルギー需給、政策に関する計画。S＋3E を基調とする。 
・エネルギー基本計画に書き込まれた内容が具体化、政策化。 
 
2．岸田政権がもたらしたエネルギー政策の諸問題 

・課題山積の福島原発事故 
 被害救済の課題、ALPS処理汚染水放出、除去土壌の再生利用、発電所内の後始末処理 
・原子力の惨憺たる状況 
 原発コストの高騰、膨大な放射性廃棄物の処分問題、破綻した核燃料サイクル。 
・放置された気候対策 
 1.5 度目標達成、2050 年以前のできる限り早い時期の脱炭素化、2030 年代の電源の脱炭素化に

待ったなしの状況 
 →NDC（国による貢献、2035 年目標）の内容に直結する。（2025 年 2月までに提出） 
 石炭火力廃止方針・計画無しのまま放置。 
・岸田 GX推進（GX推進法、GX脱炭素電源法、GX実行会議）とエネルギー基本計画の骨抜き。  
 〜「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」（GX推進戦略） 
 ＝既存の環境破壊型産業保護を前提とした「脱炭素」 
 ①原発回帰（原発の最大限"活用"、原発新設、運転期間 60 年超容認） 
 ②本格的気候政策の骨抜きと先送り（「化石燃料賦課金」（2028 年度〜）、「特定事業者負担金」

（2033 年度〜）、「GX2040 ビジョン」 
 ③脱炭素・環境保全の流れに逆行する政策の具体化 
 ＝電力市場にビルトイン（制度化） 
 ・原発回帰→原発復活、永続化 
 ・火力発電の維持・永続化 
 → 長期脱炭素電源オークション、RABモデル等、電力市場にビルトイン 
 ＝ わかりにくくしつつ国民負担を増加。電力自由化に完全に逆行。 
 ＝ 電力供給の安定化、環境保全、経済効率性、安全性の確保に逆行。 
 
3．第 7次エネルギー基本計画にもとめられる内容 

＜政策形成プロセスの変更＞ 
・岸田 GX政策の大幅見直し、廃止。 
・民主主義的な政策決定プロセスの構築、透明性、国民参加（若年層・女性）の確保。 
 少数の利害関係者からなる「GX推進会議」を廃止し、「気候・エネルギー市民会議」へ。 
 例えば、独立し「たエネルギー政策国民監視委員会」（透明性を確保）の設置へ。 
＜原発・気候政策に関連して＞ 
・福島原発事故に対する国の責任明確化 
・原子力依存度低減〜脱原発（原発ゼロ社会）と負の遺産処理の明確化 
・本格的気候政策の策定と実施 
 火力発電の全廃 
 再生可能エネルギー100％に向けたエネルギー転換計画の策定 
 カーボンプライシングの早期実現・制度化（炭素税、排出量取引制度） 
・電力市場制度の見直し、自由で公正な電力市場と再エネの統合 
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分科会２「気候変動とエネルギー転換」 

気候・エネルギー政策の「基本方針」の転換に向けて 

浅岡 美恵（（特）気候ネットワーク・弁護士） 

 

１．原子力の危険と気候危機を回避するための対策‐省エネ推進・再エネの加速に尽きる。気候

危機に直面しているが、1.5℃目標のための残余のカーボンバジェットと整合し、経済的に合

理的な技術を有する。日本にそのポテンシャルはあり、移行経路も示されている。 
 
２．1.5℃目標からますます乖離する日本‐第 7次エネ基で、最新の科学と国際情勢を踏まえ、気

候・エネルギー政策を見直し、転換する機会とするのではなく、これを排除することに腐心 
⑴ エネ基の役割：20世紀型エネルギー政策の延長で 21世紀のエネルギー政策を先取。 
経産省への白紙委任による法制化で既成事実化。＊水素社会推進法の告示案パブコメなど。 
⑵ 日本版 GX,「2050 年カーボンニュートラル」はグリーン（気候）ウォッシング 

1.5℃と向き合わず、2050 年、その後も再エネは 50～60％まで、残りは原子力と火力の亜系に止

めることが基本。増設した火力設備を温存し、水素・アンモニア混焼、CCS支援を優先。 
⑶ エネルギー政策基本法はパリ協定と整合せず 

2002 年制定のエネルギー政策基本法によりエネルギー基本計画を策定 
基本法の目的はエネルギーの安定供給と京都議定書の批准にあわせて環境への適合、市場の

活用を加えたが、その中身は「化石燃料の効率的利用」。排出を実質ゼロとし、1.5（2）℃目標

の実現を目的とするパリ協定と整合せず、改正が必要であったもの。 
エネルギー政策の基本とされてきた、エネルギー需要増と原子力・石炭の設備容量拡大を前

提とする経済産業省による長期エネルギー需給見通しの結果を法定計画に取り入れる役割。 
 第 3次エネ基で原子力を基幹エネルギーとし、パリ協定採択直前の第 4次エネ基で原子力

と石炭火力をベースロード電源と位置付け、パリ協定発効後の第 5 次エネルギー基本計画でも

変更されず。第 6次エネ基で 2050 年カーボンニュートラルを掲げる一方で、グレー水素・アン

モニアと CCS を排出削減対策と位置付け、その支援策を盛り込み、原発回帰にも踏み込む。 
⑷ 第 7次議論前に、法制化による旧来の基本方針を固定、原子力・火力支援策の長期的温存  
第 6次エネ基に基づき、2022 年にグレー水素・アンモニア推進のための省エネ法改正、2023

年水素・アンモニア、CCS、原子力推進のための GX 推進法、脱炭素成長型経済移行推進法を

し、GX移行債による支援を裏付け、2024 年に水素社会推進法、CCS 事業法を制定し、水素・

アンモニア価格差補填（15 年間）、長期脱炭素電源オークションによる設備費等の電気料金への

転嫁（20 年）を実行。水素社会推進法の政省令、告示で 2050 年まで規定し、実施段階。 
⑸ 国民への情報開示・参加の形骸化・ウォッシングが進む 
エネルギー業界関係者らが圧倒的多数を占める「審議会」は経産省案の追認機関 
国民に政策評価・判断に必要な情報を開示せず、「審議プロセス」・「公開」ウォッシング 

 
３．欺瞞的説明の横行への対応‐気候変動・エネルギー問題の難解さの克服、便益の理解 
⑴ メディアを含めた関係者への情報提供、問題提起 
⑵ 国内議論における国際的視点の欠落を補填 
⑶ 地域主体の再エネ拡大・利活用の実践による市民の再エネ支持の醸成 
 
４．若者 vs火力 10社「気候訴訟」の意義‐2024 年 8月 6 日、若者 16人が主な火力発電事業者

10社（日本の CO2排出量の 3割）に対すし、不法行為法による気候訴訟を提起（名古屋地裁）。 
⑴ 気候変動による生命、健康、財産、well-being、生活の質等への侵害から保護される権利  
⑵ 科学に基づく 1.5℃目標の実現と日本の応分の貢献のための注意義務（duty of care）：  

国、大規模排出事業者に応分の排出削減義務（国際社会のコンセンサスの内容（IPCC AR6 SYR） 
気候変動の文脈では、排出源との地理的・時間的近接性は意味がなく、排出量のみが重要。 
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分科会２「気候変動とエネルギー転換」 

エネルギー基本計画の論点：脱炭素を担う電力とは 

大野 輝之（公益財団法人自然エネルギー財団 常務理事） 

 
新たなエネルギー基本計画の策定、そして新たな日本の温室効果ガス削減目標（NDC）の決定

に向けた議論が始まっている。経済産業省が事務局を務める基本政策分科会では、5月中旬以降、

2 週間に 1 回のハイピッチで日本のエネルギー政策の今後に大きな影響を与える議論が進んでい

る。 
 
 今回の議論で注目されるのは、脱炭素エネルギー確保の成否が日本の未来を左右する、という

強烈な問題意識が政府から発信されていることである。齋藤経済産業大臣は 5月 15 日の分科会の

冒頭あいさつで、「脱炭素エネルギーを安定的に供給できるかが国力を大きく左右すると言っても

過言ではない」と述べている。事務局資料の中でも、自動車、半導体製造装置などの高付加価値

品で稼いだ外貨の大半が化石燃料の輸入で失われている現状を明確に指摘している。 
 
 脱炭素エネルギーへの転換の成否が、日本の経済・社会の今後を左右するという問題認識は全

く正しい。自然エネルギーと原子力発電を脱炭素電源とすれば、全発電量に占める割合は G7 メ

ンバー国の中で日本が最も低い。自然エネルギーだけを比べても日本より低いのは米国だけだ。

その米国も 2023 年には太陽光発電の年間導入量が約 40GW へ急増している。これは日本の 6 倍
以上の速度である。日本以外の G7 メンバー国は 2035 年までの全電源の脱炭素化という目標の達

成を、相当程度、射程に入れている。 
 
 RE100、気候変動イニシアティブ（JCI）、日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）のメ

ンバー企業が、最近、相次いで日本政府の自然エネルギー導入の加速を提言したのは、このまま

では日本でのビジネスを続けることができない、国際市場で戦えないという切実な危機感に基づ

くものだ。 
 
 日本の政策に問われているのは、どのような方策で脱炭素へのエネルギー転換を進めるかであ

り、それが気候危機回避に必要な速度で排出削減を実現するものなのか、また、日本の産業と社

会を支えるために必要なエネルギーを安価に、安定的に確保するものなのかである。 
 
 基本政策分科会がエネルギー基本計画改正の検討を始めてから、毎回の資料や議論で目立つの

は、脱炭素化にむけて原子力発電の重要性を強調する論調である。「脱炭素電源の拡大については、

まず原子力の活用が鍵になる」「これからの NDC を考えていく上で、日本にとって非常に重要な

のが原子力の問題ではないか」「価格面でも、発電効率の面でも原子力の必要性を痛感する」など

など、原子力の活用を訴える意見が相次いで表明されている。 
 
 確かに原子力発電は発電する時点では、CO2 を殆ど排出しない。脱炭素電源のひとつとして利

用を提唱する意見があるのは不思議ではない。しかし、経済産業省の資料や毎回の議論の中で明

らかにされていないのは、原子力発電は、活用するにしても、必要な電力のせいぜい 1 割しか供

給できないという事である。 
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分科会２「気候変動とエネルギー転換」 

エネルギー基本計画と市民参加：政策決定過程の抜本的改革を 

吉田 明子（国際環境 NGO FoE Japan 理事） 

 
１．第七次エネルギー基本計画に向けた議論 

2024 年 5月、エネルギー基本計画の見直し議論が開始された。現政権は、2022 年から 2023 年

に決めた「GX」政策を、第七次エネルギー基本計画に反映し、さらに進めることを意図している。

すなわち原子力政策のさらなる踏み込みである。 
すでに、5月 15 日にスタートした審議会、総合資源エネルギー調査会「基本政策分科会」の会

合では、今後 AI技術の普及に伴い電力需要の大きな増加が見込まれるとし、それを支える「脱炭

素電源」として原子力の重要性が繰り返されている。さらに、「GX実行会議」で並行して「GX2040
ビジョン」を議論していくことが示された。市民参加からさらに遠いところで、原発推進を含む

内容が議論されている。 
 
２．エネルギー政策と市民参加 

審議会での議論は、批判的な立場の委員はごく少数で、多くの委員からは原発新増設の必要性

が口々に語られている。エネルギーをめぐる状況に目を向けると、気候危機の深刻化、地域での

再エネの拡大、企業や自治体の再エネ調達ニーズの拡大、需要コントロール技術など、大きな変

化も起こっている。本来は、そういった社会の変化に合わせて、メンバー構成を見直すべきであ

る。原発事故以前とほぼ同じ、電力業界・産業界に関係するメンバー中心の審議会1で議論してい

ては、再エネ社会への転換は望めない。環境団体、再エネ業界、再エネを調達する企業、再エネ

を活用する自治体、気候危機や原発事故の当事者なども含め、議論に反映していくことが必要で

ある。 
以下の表は、エネルギー基本計画を議論する審議会の状況と市民参加についてまとめたもので

ある。現在、市民参加の機会はほとんどなく、形式的なパブリックコメントが最終段階で行われ

るに限られている。パブリックコメント開始前まで意見を収集する「意見箱」も設置されている

が、同様に形式的なものにとどまっており、抜本的な改革が必要である。 
 

＜エネルギー基本計画見直しの審議会の状況と市民参加＞ 

 
*2011～2012 年にかけての議論は、エネルギー基本計画とは別プロセスとして実施された。 
 
 

 
1 Climate Integrate「レポート『日本の政策決定プロセス：エネルギー基本計画の事例の検証』」2024年 4月 26日 
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分科会２「気候変動とエネルギー転換」 

環境に関する国家計画・長期戦略と市民参加 

橘高 真佐美（オーフス条約を日本で実現する NGO ネットワーク事務局長・弁護士） 

 
１．環境問題と市民参加 

環境と開発に関するリオ宣言（１９９２） 第１０原則 
環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適切 に
扱われる。 国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、 公
共機関が有している環境関連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会を有

しなくてはならない。 
 

２．オーフス条約（環境問題における情報へのアクセス，意思決定への市民参加及び司法へのア

クセスに関する条約） 

【意思決定への市民参加】 
・ 特定活動に関する意思決定への参加（６条） 
・ 環境関連の計画や政策への参加（７条） 
・ 行政規則または法律等の策定段階への参加（８条） 
第７条 
 環境に関連する計画、実施計画、および政策に関する公衆参画  
 各締約国は、必要な情報を公衆に提供したうえで、透明かつ公正な枠組みで、環境に関連

する計画や実施計画の準備の段階での公衆参画のための適切な、実務的および/またはその他

の規定を策定しなければならない。この枠組みの中で、第６条３項、第４項、第８項が適用

されねばならない。参画できる公衆は、関連する公的機関により、この条約の目的を考慮し

て、特定されねばならない。適切な範囲で、各締約国は環境に関する政策の準備段階で公衆

参画の機会を提供するよう努めなければならない。 
 
第６条３項：効果的に準備し参画するための充分な時間的余裕と合理的な時間枠 
第６条４項：様々な選択肢があり、効果的な参加が可能な場合には、初期段階での参加 
第６条８項：決定の際には、参加の結果を適切に考慮 

 
【意思決定における参加にかかる７つのオーフス・モデルステップ】 
① 適切かつ効果的な早期の通知 
② すべての選択肢が可能な段階で、合理的期間における早期の参加 
③ すべての関連情報へのアクセス 
④ 意見の提出・聴取の機会 
⑤ 参加の適正な考慮 
⑥ 決定の迅速な通知 
⑦ 実施条件の再検討または改訂時に必要に応じて上記手順を繰り返すこと 
 

３．EUエネルギー同盟のガバナンスに関する規則 

 （Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action） 
 第１０条 パブリック・コンサルテーションによる早期・かつ効果的な参加の市民機会の確保 
第１１条 各加盟国におけるマルチレベルの気候・エネルギー対話の設置の義務付け                 

 

 

オーフス条約和訳 
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分科会３「原発公害・国賠訴訟の現状と課題 

― 6.17 判決克服のために」 

最高裁係属訴訟の状況とたたかいの展望 
弁護士 田巻 紘子 

（弁護士法人名古屋南部法律事務所、だまっちゃおれん！人権侵害訴訟愛知・岐阜弁護団） 

 
１．2022 年 6 月 17 日最高裁第二小法廷判決以後の原発事故被害者訴訟の最高裁への係属状況 

  6.17最高裁判決後に言い渡された高裁判決は、一審段階で国の責任を認めていた事案も含めて、

6.17最高裁判決多数意見の筋立てに従い、いずれも国の責任を認めない判決となっている。 
各訴訟事件の現在の最高裁への係属状況は次のとおりである（本要旨作成時点での把握内容）。 

 （1）いわき市民訴訟 2023.3.10仙台高裁判決→最高裁第三小法廷係属 
→2024.4.10上告棄却、上告不受理決定（後続訴訟との併合審理を目指して上告受理申立理由   
補充書提出を続けておられたが、1件のみ単独での判断となった） 

 （2）だまっちゃおれん！人権侵害訴訟愛知・岐阜 2023.11.22 名古屋高裁判決→最高裁第一小

法廷へ係属 
 （3）千葉訴訟第二陣 2023.12.22 東京高裁判決→最高裁第一小法廷へ係属 
 （4）東京訴訟 2023.12.26 東京高裁判決→ 理由書提出、記録未到達 
 （5）山形訴訟 2024.1.17仙台高裁判決→最高裁第一小法廷へ係属 
 （6）かながわ訴訟第一陣 2024.1.26 東京高裁判決→ 理由書提出、記録未到達 
（7）みやぎ訴訟 2024.3.18仙台高裁判決→ 理由書提出、記録未到達 

 （8）新潟訴訟 2024.4,19 東京高裁判決→ 上告・上告受理申立手続き 
各訴訟にて上告理由書・上告受理申立理由書を作成・提出。責任論担当者にて適宜、意見交換。 

 
２．最高裁での審理について 

（1）6.17最高裁判決多数意見（その筋立てを踏襲した高裁判決）の誤りの指摘 
   予見可能性、結果回避措置についての判断遺漏など、すでに指摘されている問題点に加え、

一時停止を強調。2002 年長期評価に基づく津波越流の予見は、全電源喪失に通ずる事態であ

り、技術基準適合命令の発出とあわせて安全性が確認されるまで電気事業法 40 条の一時停止

を命じることになったと考えられる。その場合、事業者である東電としては、速やかな措置と

して水密化（防水）措置を講じたことになる。水密化（防水）措置にて安全性が確認されなけ

れば一時停止は解除されず、安全性が確認された場合には本件事故回避の蓋然性が高くなる。 
   とくに名古屋高裁判決は 2002 年長期評価による予見可能性を肯定しているので、その判断

を活かして 6.17 多数意見を正したいと考えている。 
（2）6.17最高裁判決においては争点して設定されていない論点にて同多数意見を乗り越える 
   2008～2009 年段階での貞観津波に関する知見の深化を受けての予見可能性・結果回避可能

性の論点（6.17 多数意見において、長期評価の知見に基づく「防潮堤設置」のみによる対策で

は対策が欠落するが、本件津波の流入があったので長期評価の知見による対策をしても事故が

防げなかったと指摘された東側からの津波流入についても対策すべきこととなる）。 
   かながわ訴訟は、裁判決がこの点をとらえた対策（電源車高所配備）につき、国の規制権限

不行使の違法を認めており、6.17 多数意見とは筋立てが異なる訴訟であると打ち出している。 
   原審段階での主張・立証内容によって、貞観津波に関する知見を受けた予見可能性・結果回

避可能性の主張にどこまで力点を置くことができるか変わってくる面がある（参照：報告②）。 
（3）原発被害者訴訟原告団全国連絡会とともに行う最高裁要請行動（上告受理申立理由補充書提

出、最高裁宛共同署名の取り組み） 

 
３．市民運動との連携 

2024 年 6月 17 日 最高裁共同行動実行委員会（16団体参加）主催企画。昼休み時間帯に最 
高裁を取り囲むヒューマンチェーンは、約 950人参加により最高裁を取り囲む行動となった。 
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分科会３「原発公害・国賠訴訟の現状と課題 

― 6.17 判決克服のために」 

国の責任の作為型構成の試論 

弁護士 中野 直樹（生業訴訟 2陣弁護団） 

 

１．問題の所在 

6.17 最判・三浦意見は正しく説得力があり、現在最高裁に係属している訴訟団のたたかいに希

望をもちつつも、下級審段階では、6.17 最判の呪縛から裁判官の思考停止を解くことは容易では

ない。結果回避措置について 2008 年試算の津波の方向性と防潮堤を基本としていたという 6.17
最判の「ロジック」「認定」を回避する法律構成を試みることが必要である。現在、生業 2陣訴訟

（福島地裁係属）では、国の違法な監督行政指導が東電の稼働継続という加害行為をもたらした、

という作為型構成を検討している。 
２．原発は国の責任によって成り立っていること 

(1) 国策、国の強力な権限を軸にした法体系、国の原子力政策に基づいて国が主導。 
(2) 国と東電は継続的な規制監督関係にあること、稼働中の原発に対する安全規制は、監督指導

（行政指導）を軸としてなされてきていること。 
３．長期評価と福島第一原発のドライサイト喪失事態 

(1) 技術基準省令４条１項の解釈適用と保安院の注意義務 
(2) 長期評価によれば、客観的に、基本的設計方針であるドライサイトを喪失し、電源喪失の具体

的危険性がある状態であったこと。これは省令４条１項の適用をうける事態であったこと。 
(3) ドライサイトの前提がなくなったとき、非常用電源設備を津波から守るための「防護措置、基

礎地盤の改良その他適切な措置」に関する指針・技術基準がつくられていなかったこと。 
４．2002 年以降の保安院の法令の解釈・適用を誤った監督指導 

(1) 保安院は東北電力が長期評価を考慮した検討を開始したことに関与した。 
(2) 保安院は、いったん東電に長期評価にもとづく検討を指示しながら、これを撤回し、東電に対

し、省令 4条 1項が求める津波対策において長期評価を考慮しなくてよいと監督指導した。 
(3) 保安院は、2006 年耐震設計審査指針の全面改訂に伴い実施した耐震バックチェックに際し、

津波評価技術の地震・津波想定で足りるとして、長期評価の津波地震を想定する必要がないとの

監督指導を継続した。以降本件事故に至るまで、保安院は、省令４条 1 項の解釈適用を変えるこ

となく東電に監督指導を続けた。 
5．（公権力の行使）保安院の監督指導の違法性と過失 

保安院が長期評価を考慮する必要がない、津波試算をする必要もないとの判断をしたことは省

令 4条 1項の解釈適用を誤っており違法である。保安院がこの誤った法令解釈を前提に、東電に

対し４の監督指導をし続けたことは、法令上の重大な義務違反であり、過失がある。 
6. 保安院の監督指導の重大な義務違反が、東電の義務違反行為を引き起こしたこと 

(1) 東電は、長期評価に基づく津波試算をすることを先延ばし、敷地高さを超える津波から非常用

電源設備を防護するための対策のあり方、技術的対応についての検討選択を先延ばした。 
(2) バックチェックのとき、東電の津波評価担当部署は長期評価は理学的に無視できないとの判

断をして津波試算を行い、経営陣に対策をとることを進言したが、経営陣は対策を先延ばした。 
(3) 津波はいつくるかわからないことを悪用した経営陣の先延ばし判断は法令上の義務違反。 
7．東電の加害行為と本件事故との因果関係 

 ドライサイトを喪失したときの指針・技術基準が定められていなかった以上、東電は稼働を停

止すべき義務があったのに、何の対策もとらないで稼働を続けた結果、本件事故となった。 
8. 国の誤った監督指導と本件事故との相当因果関係 

＊長期評価は法令上考慮する必要がないとする国の誤った監督指導の継続は、東電経営陣が、東

電土木調査グループの専門的意見に反して、対策先延ばしをする判断に決定的な原因を与えた。 
＊行政指導には法的強制力はないが、保安院と東電が、同じ原子力安全規制の法令上の義務違反

をおかしていることで架橋して、相当因果関係を導けないか。 
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分科会３「原発公害・国賠訴訟の現状と課題 

― 6.17 判決克服のために」 

津島訴訟における「作為」による国の責任 

弁護⼠ ⽩井 劍（津島訴訟弁護団） 

 

第１ 概要 

１ 不作為の作為義務違反（規制権限不行使）ではなく、作為（原発設置許可）にもとづく責

任を問う。 →→→６・１７の「コピペ判決」を書かせない。 

２ 「津波」ではなく、「全電源喪失」に焦点を措く。 

「長時間の全電源喪失」により「冷却機能」を失い、「熱的制御不能」に陥って「過酷事

故」にいたった。津波は「全電源喪失」を引き起こすさまざまな可能性のひとつ。 

 

第２ 主張の骨格 

１ 形式的には「設置許可」。実質的には国が「設置」。 

  国は、その主導で原子力発電を導入し、内閣による閣議決定を経た国家計画に基づいて、

国策として原発事業を推進した。原発推進政策のもと福島第１原発の設置が進められた。 

２ 過酷事故における深刻な被害の甚大性、広範性、回復困難性。 

３ 福島第一原発が設置許可時から内包する壊滅的危険性（原発一般の壊滅的危険性に加え

て福島第一のもつ壊滅的危険性）。 

４ 国は、原発設置許可以前の段階から、原子力基本法、原子炉等規制法を法的根拠として、

津島訴訟原告らに対し、信義則上、「安全確保義務」を負う。 

５ 因果関係の起点（原因行為）は、国が福島第一原発について設置許可をおこなったこと。 

結果（本件被害）とのあいだに相当因果関係がある。 

６ 冷却機能を維持することは、原発を安全に運用するために必要不可欠な、その本質的要

素である。その本質的要素が長時間の全電源喪失によって失われた。 

「長時間の全電源喪失→冷却機能喪失→熱的制御不能→過酷事故→壊滅的被害」は、設

置許可時から予見可能であった。 

７ 原発は、長時間の全電源喪失に陥れば過酷事故に向かってまっしぐらに突き進む大惨劇

となる、巨大な危険物である。そのような危険物の設置を進めた以上、国は、設置許可に

ともなう付随的義務として、安全確保義務にもとづき、将来にわたって冷却機能を維持す

ることができるよう、長時間の全電源喪失に備えた対策をとるべき注意義務（長時間全電

源喪失対策注意義務と呼ぶ）を負う。この義務の違反が過失であり、かつ違法性である。 

８ 長時間全電源喪失対策注意義務は、設置許可の時点だけに負う義務ではない。国はその

後も将来にわたってこの注意義務を負い続ける。 

９ 国は設置許可時点だけでなく、その後もずっとこの注意義務に違反し続けた。「点の過失」

ではなく、「帯の過失」である。 

１０ 「過酷事故」「長時間の全電源喪失」が起こりうることを示す知見の集積  

→ 国の過失の程度は加重され、急速に大きく強くなっていった。 

１１ ３つのエポック 

ア １９９０年安全設計審査指針策定「長時間の全電源喪失は考慮しなくてよい」 

イ １９９２年過酷事故を規制対象からはずす決定 ～２００７年ＩＡＥＡのＳＡ対策 

ウ ２００６年と２００８年に米国Ｂ５ｂを調査                

 

以上 
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分科会４「令和６年能登半島地震が提起した 

複合災害の問題」 

「災間」としての能登半島地震の課題 

―縮小社会における大災害の幕開け― 

石原 凌河（龍谷大学准教授） 

 
１．本報告の趣旨 

本報告では、「災間」という考え方を視座に、能登半島地震における災害対応の課題として、と

りわけ「誰一人取り残さない」とは真逆の状況となっている災害ボランティアと住宅再建を巡る

課題についてそれぞれ報告し、縮小社会における日本の災害対応のあり方について検討する。 
 
２．「災間」と「集合的否認」 

「災間」という概念は、社会学者の仁平典宏氏が「「二つの災害に挟まれたつかの間の平時」＝

＜災間期＞」として思考したことに端を発している。災間の思考においては、厄災が何度でも回

帰しうるということを前提とし、それに耐えうる持続可能でしなやかな社会を構想することが必

要であることと、社会への「無駄」をつくり、リスクを分散・吸収させることが重要であると言

われている。しかし、能登半島地震では、震災前から過疎化に見舞われている地域で被災してい

ることから、無駄が極限まで削ぎ落とされた状態での災害対応を余儀なくされ、災間を乗り越え

るには程遠い社会的状況となってしまっている。能登半島地震の被災地では道路が寸断し、石川

県の中心部から被災地までのアクセスが容易ではない点に加えて、震災前からの過疎地であるが

故に災害に対応できる資源や人材が少なかったという物理的な悪条件も揃ってしまった。加えて、

「災間」においては、被災という事実自体からもはや目をそらしたいという「集合的否認」が生

じることが指摘されている。集合的否認とは、目の前にある問題があまりに深刻だったり、それ

を解決するリソースに限界があるとき、その問題を「見なかったこと」にしたり、「やったこと」

にして結局問題を見ないでおくという状態であるとされている。大災害が頻発することで、その

度ごとに対応しなければならず、やがては疲弊し、支援側が不都合な状態となり、目の前の被災

者の困窮に対して「見なかったこと」にするというロジックである。このロジックが罷り通って

しまうと被災者が救われない状況となることは明らかである。 
 
３．縮小社会における災害対応とその抗い 
本報告では、能登半島地震での災害ボランティアと住宅再建を巡る課題を事例として、縮小社

会によって無駄が削ぎ落とされている状況から、行政は被災者が求める支援を避けようとする力

が働き、民間の支援団体は目の前の被災者支援に手一杯となってしまい、ボランティアも被災地

に赴いて活動することが委縮されることで、結果的に多くの被災者が救われない状況を生み出し

てしまっているという一端を示す。 
能登半島地震は日本が本格的に縮小社会の到来による最初の大規模災害であると言える。縮小

社会での災害対応は、過疎化・高齢化が進行している地域で被災したことに対する課題よりも、

むしろ社会全体が縮小することで、災害に対応できる資源や人材が枯渇し、意思決定や政治判断

も鈍くなり、ボランティアも少なくなり、その結果、目の前の被災者や被災地を「見なかったこ

とにする」という構図を生み出してしまうことこそが課題なのである。一番の皺寄せが支援を要

する人々であり、縮小社会での大災害はそうした人々が置き去りになってしまう状況を生み出し

てしまう。だからこそ、能登半島地震を単なる一地方で発生した災害として捉えてはならない。

縮小社会での大災害として能登半島地震被災地の現実を直視し、被災者に寄り添った災害対応や

復旧・復興を進めなければ、今後起こり得る大災害には全くもって乗り切れないだろう。 
今後、縮小社会はますます進行し、南海トラフ地震や首都直下地震の発生も確実視されている

中で、「災間」を乗り越えるための実践的な方策を早急に打ち出す必要があると考える。 
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分科会４「令和６年能登半島地震が提起した 

複合災害の問題」 

能登半島地震と水道事業―持続可能な水供給への課題― 

武田 公子（金沢大学教授） 

 
１．地震による断水長期化 

能登半島地震による水道施設の甚大な被害とその後の断水長期化は、災害救助・復旧・復興に

わたり深刻な影響をもたらしている。断水長期化の第一の原因は、斜面崩壊、隆起・陥没、液状

化といった地盤災害の激甚性にあるが、人為的要因としては、施設・管路の老朽化と耐震化の遅

れや、管路図面の不十分性や空き家の存在によって漏水箇所の特定が手探りになっていること、

管路の冗長性欠如等がある。珠洲市では法定耐用年数を超えた管路が 30％近くあり、耐震管率は

20％程度、輪島市では管路の更新は進められているが、耐震管率は 8％程度にとどまる。両市とも

水道事業経営戦略を策定し、管路や水道施設の更新計画を立てていたが、結果的には老朽化施設

の更新が間に合わないタイミングでこの震災に直面したことになる。 
 
２．簡易水道の統合と上水道会計の窮乏 

このような施設・管路の老朽化と耐震化の遅れ、管理システム近代化の遅れの背景には、その

費用を賄う上での水道事業の財務上の問題がある。2006 年以降の簡易水道統合推進のための国庫

補助事業と，統合しない簡易水道への建設改良費補助対象からの除外といった国の施策によって，

簡易水道の統合は全国的に一気に進められた。能登の各地もその例外ではない。珠洲市では 2018
年度までに 5 つあった簡易水道を経営上は上水道事業に統合したが、旧簡水の浄水・配水施設等

は引き続き利用している。輪島市では 4 つの簡易水道が維持されているが、経営上はやはり上水

道と一体となっている。簡易水道を上水道会計に統合したことによって、従来任意であった公営

企業法の適用が厳密化され、水道事業は独立採算原則の下で一般会計からの繰入を制限されるこ

とになるため、財務状況の悪化を招く結果となったのである。 
 
３．水道事業の広域化 

国は 2013 年「新水道ビジョン」によって、水道事業の広域化に大きく舵を切った。国は各都道

府県に対し 2022 年度中に「水道広域化推進プラン」を策定するよう求め、石川県においても 23
年 3月に「石川県水道広域化推進プラン」が発表された。同プランでは県内を四ブロックに分け、

施設の共同設置・共同利用、事務の広域的処理、経営統合の各パターンに関する財務シミュレー

ションを示した。給水需要の減少下での水道施設集約と市町を超えた水源共有を考えると、同プ

ランが提示する奥能登四市町の事業統合は今後検討が加速するものと考えられる。ただし、職員

の質的・量的確保と専門性や経験の継承・蓄積を考えると、事業団方式を念頭に置く必要がある

と考えられる。 
 

４．小規模水供給システムへの注目 

しかしその一方で、給水人口 100 人以下の「飲用水供給施設」や、湧水・井戸水を活用した小

規模な水供給システムの存在意義が、この震災のなかで注目される。これらは水道法の適用外で、

しばしば集落などのコミュニティ組織によって運営されている。水道の断水が長期化した能登半

島でも、井戸水や湧水を生活用水に活用した事例は多数見聞された。珠洲市では、上水道・簡易

水道・飲用水供給施設をあわせた水道等普及率は 85.5％に過ぎず、15％はこうした水供給に依っ

て胃いるものと思われる。また輪島市では県の水道統計に把握される限りで 40ヶ所の小規模水道

があるとされている。これら小規模水道の実態は実態把握が困難であるが、報告では能登町で調

査することができた集落水道の事例を紹介したい。 
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分科会４「令和６年能登半島地震が提起した 

複合災害の問題」 

能登半島地震で露呈した原子力防災の破綻 

上岡 直見（環境経済研究所代表） 

 
１．本報告の概要 

原子力防災に関しては従前より「実効性」が議論されている．そもそも原子力防災とは「住民

の被ばくをいかに避けるか，あるいは最小化するか」が本来の目的のはずである。各原発の立地

地域で策定されている緊急時対応、すなわち避難・屋内退避・安定ヨウ素剤服用等は、それらが

計画どおり実施されたとしても、もともと一般公衆の法定被ばく限度を無視した前提で策定され

ており実効性が疑わしいところ、加えて 2024 年 1月 1 日に発生した能登半島地震の被害実態を参

照すると、想定されている防護措置すら実行できない可能性が高い。本報告では、能登半島地震

で改めて露呈した緊急時対応の破綻について指摘する。 
 
２．能登半島地震の実態と緊急時対応 

詳細は報告で述べるが、項目を列挙すれば、①道路

の損傷により避難経路での移動が困難（右図参照）、

②自宅周辺の通行支障により避難経路までも出られ

ない、③家屋の倒壊あるいは部分的損傷により屋内退

避が不可能もしくは困難、かりに屋内退避できても放

射線遮へい機能が失われて意味をなさない、④家屋が

無事でもライフラインの途絶により屋内退避の継続

が困難、⑤代替経路（海路・空路）も設備の損傷や地

理的条件により利用困難、⑥避難退域時検査場所（ス

クリーニングポイント）の開設ができない、⑦避難（屋

内退避）の基準となる空間放射線量測定機器（モニタ

リングポスト）の機能喪失、⑧情報提供手段の途絶、

⑨自動車燃料の不足（給油所の機能停止）、⑩自動車が利用できない避難者のためのバス手配の困

難性、⑪安定ヨウ素剤服用・配布不能など、多岐にわたる問題が指摘される。 
 
３．緊急時対応が破綻した場合の被ばく 

原子力規制庁は、新規制基

準をクリアした設備に対し

ても想定しておくべき放出

レベルについて拡散シミュ

レーションを実施し、避難・

屋内退避・安定ヨウ素剤服用

等の防護措置の有無別に被

ばく量を推定し、防護措置の

実施により被ばくを一定レ

ベル（IAEA の基準等）に抑

えられるとして「原子力災害

対策指針」に示される防護措

置を提示してきた。しかし能

登半島地震のような状況で防護措置が実施できないとすれば防護措置なしに相当するの被ばくが

想定される。右図はその場合の被ばく量（甲状腺等価線量の例）を示すが、IAEA の基準さえも守

れない被ばくが推定され、緊急時対応が全く破綻することが指摘される。 
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分科会４「令和６年能登半島地震が提起した 

複合災害の問題」 

災害の経験をどう継承するか：能登半島地震の実態から 

高原 耕平（人と防災未来センター リサーチフェロー） 

 
１．回復と記憶 

ひとも町も、災厄からの回復過程を生きる。わたしたちは「記憶」をそこに介在させざるをえ

ない時代に生きている。記憶は共同体を形成させ、その過去と現在を整序する。人間の生に表現

を与え、未来のかたちをふちどる。現代では共同体においても個人においても、災厄の回復につ

いて「記憶」が不可欠の要因とみなされている。災厄の記憶は集合的・外傷的・実存的であるた

めに、共同体と個々人がそれに関わることを通じて政治化・医療化・倫理化する。 
本報告では災厄のミュージアムの役割を検討したうえで、能登半島地震の実態に即して災害経

験の継承について再考する。自然災害、戦災、公害、大規模事故などが起きた土地や象徴的地点

にミュージアムが建設されることは多い。それら災厄のミュージアムは、社会や地域共同体や個

人に回復についていかなる役割を果たすことができるだろうか。災厄の記憶の表現と継承は幅広

い営為であるが、中でもミュージアムは中核的機能を担う。災厄の記憶をさまざまな目的のため

に想起し、活用・発信し、伝承・継承することが求められるけれども、そうした記憶の「資源化」

は同時に種々の葛藤をもたらしうる。ミュージアムはこのジレンマにおいて、一方では災厄の記

憶を公的に意味づける権威を持ち、他方で対話の場所となって記憶がクリシェと化すことに抗う

ことができる。 
 
２．災厄のミュージアムの役割 

ミュージアムは「資料の収集」「整理・保存」「調査・研究」「展示・教育」の４大機能を持つ。

ただし国内の災厄のミュージアムの多くは研究機能を欠く。既存の災厄のミュージアムの運営理

念を整理すると①その災厄から生まれた普遍的価値（「防災」「平和」など）の表現・実現・伝承、

②その災厄の実態の表現・伝承、③その災厄が生じたという事実それ自体の証示、に集約される。 
こうした宣言的な役割は、ミュージアムとその外部の相互作用（インタラクション）を引き起

こす。資料の収集・展示に一定の指針を設け、来館者や地域住民に自らを開いて示す。それは災

厄の後の混沌とした世界に表現を通じて何らかの意味や方向づけをもたらそうとする営みである。

しかしその瞬間、「こんな展示の仕方で良いのか」「あの災厄の意味はもっとこういうことではな

かったか」「ほかの語り方もあるのではないか」といった新しい表現の生成が触発される。災厄の

ミュージアムは、災厄の表現を安定させることを目指しながら、かえってそれをめぐる緊張の舞

台となる。災厄のミュージアムの本質的な役割は、災厄をめぐる表現を不安定化させることにあ

る。対話的なミュージアムとは、災厄の表現の有意味な不安定化を常に試みる機能・空間である。 
 

３．能登半島地震の実態から 

令和６年能登半島地震は、災害記憶の継承とミュージアムなど記憶装置の在り方についても再

考を促す。第１に、「教訓と継承」というモデルで良いのかという問題である。1990 年代以降、災

害ごとに教訓が検討されその継承が励行されてきた。能登半島地震の現状は、そうした教訓と継

承の積み重ねが功を奏しており、かつ限界があったことを示している。第 2 に、回復・養生の視

点である。これまで、災害の記憶・記録の実践（ミュージアムの建設、語り部活動、防災教育な

ど）は被災者や地域共同体や現場組織の災害体験の言語化を通じて、体験の意味を被災地外の人々

や後続世代に託すことを基本としてきた。体験の遠心的波及が、この 1995/2011 モデルの核心で

ある。能登半島地震では表現と言語の遠心的波及圧はどうだろうか。むしろ記憶実践を通じた被

災地の回復・養生が鍵ではないか。第 3 に、以上の教訓の遠心的伝承・継承より回復と養生とい

う思想を実現する記憶空間や記憶実践の在り方を探る必要がある。身体性および追悼の重視はそ

の手がかりになるのではないか。 
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分科会４「令和６年能登半島地震が提起した 

複合災害の問題」 
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